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本
稿
で
は
、
桓
武
天
皇
即
位
前
後
の
政
治
動
向
、
及
び
即
位
後
に
行
わ
れ
た
長
岡
遷
都
・
郊
祀
な
ど
を
手
か
が
り
に
し
て
桓
武
天
皇
の
皇
統
意
識
を
再
検
討
す
る
。
神
護
景

雲
四
（
七
七
〇
）
年
八
月
、
称
徳
天
皇
の
遺
宣
に
よ
っ
て
天
智
の
孫
で
あ
る
光
仁
（
白
壁
王
）
が
即
位
し
、
皇
位
継
承
の
嫡
流
と
な
っ
た
。
奈
良
時
代
後
半
に
お
け
る
皇
位
継

承
の
闘
争
に
よ
っ
て
多
く
の
有
力
後
継
者
は
皇
位
継
承
の
序
列
か
ら
排
除
さ
れ
、
生
き
残
っ
た
の
は
高
齢
の
天
武
傍
系
の
皇
族
及
び
天
智
系
の
二
世
王
の
み
で
あ
る
。
光
仁
が

選
ば
れ
た
理
由
は
、
聖
武
の
血
を
引
く
井
上
内
親
王
と
の
間
に
生
ま
れ
た
他
戸
親
王
の
皇
位
継
承
に
よ
っ
て
、
聖
武
系
の
血
統
を
継
続
さ
せ
る
可
能
性
が
見
込
ま
れ
た
か
ら
で

あ
る
。
ま
た
、
志
貴
皇
子
（
光
仁
の
父
）
は
「
吉
野
の
盟
約
」
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
重
要
性
も
他
の
研
究
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
光
仁
が
即
位
し
て
間
も
な
く
井
上
・

他
戸
母
子
が
廃
さ
れ
、
三
十
五
歳
の
桓
武
（
山
部
）
は
皇
太
子
と
な
っ
た
。

桓
武
は
光
仁
の
長
男
で
あ
り
、
称
徳
朝
で
は
一
般
官
僚
と
し
て
出
世
し
た
。
桓
武
の
即
位
に
と
っ
て
、
母
方
の
渡
来
系
血
統
は
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
要
素
で
あ
り
、
後
の
桓
武

朝
の
政
治
を
揺
る
が
す
要
因
の
一
つ
で
も
あ
る
。
桓
武
の
即
位
後
、
天
皇
と
し
て
の
正
統
性
を
主
張
す
る
た
め
、
中
国
の
「
辛
酉
革
命
・
甲
子
革
令
」
に
基
づ
い
て
年
号
を
「
天

応
」
に
改
元
し
た
。
こ
の
間
、
新
京
長
岡
に
遷
都
し
、
延
暦
四
年
に
中
国
風
の
郊
祀
を
倣
っ
た
天
神
祭
祀
を
行
い
、
皇
位
継
承
の
正
統
性
を
強
化
し
た
。
一
方
、
桓
武
の
即
位

に
不
満
を
抱
く
人
々
が
謀
反
や
魘
魅
な
ど
の
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
こ
し
、
有
力
な
皇
族
を
含
め
て
多
数
の
人
が
刑
罰
を
受
け
、
さ
ら
に
種
継
の
暗
殺
事
件
に
よ
っ
て
、
桓
武
の
同

母
弟
で
あ
る
早
良
親
王
や
甥
の
五
百
枝
王
も
皇
統
継
承
の
候
補
者
か
ら
外
れ
た
。
政
治
事
件
に
お
け
る
一
連
の
粛
清
の
結
果
、
桓
武
か
ら
息
子
の
安
殿
親
王
へ
の
直
系
継
承
と

な
る
条
件
が
揃
っ
た
。

光
仁
の
改
葬
・
延
暦
年
間
の
山
陵
祭
祀
に
お
け
る
天
智
・
志
貴
・
光
仁
へ
の
追
慕
や
弟
の
早
良
親
王
の
排
除
・
安
殿
の
立
太
子
な
ど
、
桓
武
は
直
系
に
よ
る
皇
統
継
承
を
強

く
意
識
し
た
と
見
ら
れ
る
。
延
暦
六
年
に
行
っ
た
郊
祀
は
、
光
仁
を
配
主
と
し
た
こ
と
か
ら
、
光
仁
―
桓
武
―
安
殿
（
延
暦
六
年
元
服
）
ま
で
の
父
方
血
統
の
み
で
構
成
す
る

新
た
な
皇
位
継
承
の
秩
序
を
完
成
し
た
と
見
ら
れ
る
。
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ー
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天
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長
岡
遷
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直
系
継
承

要
　
　
旨
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は
じ
め
に

桓
武
天
皇
は
平
城
京
で
即
位
し
た
最
後
の
天
皇
で
あ
り
、
歴
代
天
皇
の
中
で
「
最

も
非
日
本
的
な
天
皇
」（
１
）
と
さ
れ
た
、
か
な
り
異
色
の
存
在
で
あ
る
。
奈
良
時
代

の
後
半
に
は
、
皇
位
継
承
を
め
ぐ
っ
た
謀
反
や
叛
乱
が
頻
繁
に
起
き
、
そ
の
結
果
と

し
て
称
徳
女
帝
の
あ
と
を
継
ぐ
の
は
天
智
天
皇
の
孫
で
あ
る
光
仁
天
皇
（
白
壁
王
）

で
あ
っ
た
。
光
仁
の
子
で
あ
る
桓
武（
山
部
）は
渡
来
人
氏
族
出
身
の
母
を
持
つ
た
め
、

本
来
は
皇
位
継
承
に
無
縁
の
人
物
で
あ
っ
た
が
、
皇
后
井
上
の
魘
魅
事
件
に
よ
っ
て

他
戸
皇
太
子
が
廃
さ
れ
た
あ
と
に
立
太
子
さ
れ
、
光
仁
の
譲
位
に
よ
っ
て
即
位
を
果

し
た
。

桓
武
天
皇
の
治
世
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
に
な
い
国
策
が
次
々
と
打
ち
出
さ
れ
た
。

先
行
研
究
で
は
、
桓
武
天
皇
を
「
新
王
朝
の
始
祖
」
に
位
置
付
け
た
論
説
が
多
い
。

壬
申
の
乱
以
降
に
継
続
し
た
天
武
系
の
皇
統
は
、
光
仁
天
皇
（
白
壁
王
）
の
即
位
に

よ
っ
て
天
智
系
の
皇
統
へ
と
変
わ
り
、
新
た
な
皇
統
秩
序
を
生
み
出
し
た
と
い
う
考

え
は
こ
れ
ま
で
の
一
般
的
な
認
識
だ
っ
た
。

桓
武
天
皇
の
皇
統
意
識
に
関
し
て
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
者
は
様
々
な
視
点
か

ら
研
究
を
行
っ
た
。「
長
岡
遷
都
と
革
命
思
想
」
に
注
目
し
た
の
は
瀧
川
政
次
郎
で

あ
る
。
瀧
川
は
、「
新
王
朝
の
発
足
に
は
、
新
都
の
造
営
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
し
、
長
岡
遷
都
は
中
国
の
革
命
思
想
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
た
と
考
え
る
。
ま
た

郊
祀
、
国
忌
省
除
な
ど
の
視
点
か
ら
分
析
し
た
結
果
、
光
仁
天
皇
の
即
位
を
以
て
新

王
朝
の
創
始
者
と
し
、
天
武
天
智
の
皇
統
交
替
は
天
命
に
よ
る
も
の
だ
と
当
時
の

人
々
が
信
じ
て
い
た
と
し
た
（
２
）。
こ
れ
以
降
、
林
陸
朗
（
３
）
と
清
水
み
き
（
４
）
は

瀧
川
説
を
継
承
し
各
自
の
持
論
を
展
開
し
た
。

ま
た
、
聖
武
系
皇
統
を
断
ち
切
り
、
皇
統
意
識
の
面
で
聖
武
系
か
ら
天
智
系
へ
転

換
し
た
と
い
う
視
点
か
ら
以
下
二
氏
の
論
が
挙
げ
ら
れ
る
。
瀧
浪
貞
子
は
、
延
暦
年

間
の
山
陵
へ
の
臨
時
奉
幣
の
対
象
が
天
智
―
志
貴
―
聖
武
か
ら
天
智
―
志
貴
―
光
仁

に
変
化
し
た
こ
と
か
ら
、
聖
武
系
皇
統
を
断
ち
切
り
天
智
系
の
皇
統
意
識
へ
の
転
換

時
期
を
長
岡
京
造
営
の
時
期
に
求
め
た
。
た
だ
し
、
天
智
系
・
天
武
系
と
い
う
言
い

方
は
限
ら
れ
た
時
期
、
限
ら
れ
た
意
味
を
持
つ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
（
５
）。
ま
た
、

吉
川
真
司
は
、
桓
武
は
聖
武
系
と
の
つ
な
が
り
を
切
る
た
め
、
光
仁
陵
を
田
原
に
改

葬
し
、
直
系
皇
統
理
念
・
新
王
朝
理
念
を
打
ち
出
し
た
と
結
論
付
け
た
（
６
）。

こ
れ
ま
で
の
諸
説
の
多
く
は
天
武
系
・
天
智
系
を
別
の
皇
統
と
し
て
考
え
て
い
た

が
、
仁
藤
敦
史
は
、
桓
武
即
位
時
に
お
い
て
は
、
父
母
双
方
か
ら
正
統
化
さ
れ
る
皇

統
が
必
要
と
さ
れ
、
渡
来
系
の
母
方
の
系
図
を
強
化
し
、
父
方
も
天
武
系
の
血
縁
的

連
続
性
を
意
識
的
に
確
保
し
て
い
た
と
し
、
前
王
系
と
の
断
絶
は
強
調
し
て
い
な
い

と
い
う
新
説
を
唱
え
た
（
７
）。

以
上
の
諸
先
行
研
究
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
稿
で
は
、
桓
武
が
即
位
す
る
以
前
に

あ
る
皇
位
継
承
の
問
題
と
意
識
の
所
在
を
再
確
認
し
、
即
位
以
後
に
お
け
る
意
識
の

変
化
を
見
る
と
い
う
二
つ
の
作
業
を
通
じ
て
、
桓
武
天
皇
の
皇
統
意
識
に
つ
い
て
再

検
討
し
て
い
き
た
い
。

は
じ
め
に

第
一
章　

桓
武
即
位
以
前
の
皇
位
継
承

　
（
一
）
光
仁
の
即
位
事
情

　
（
二
）
桓
武
（
山
部
）
立
太
子
へ
の
道

第
二
章　

初
期
桓
武
政
権
の
新
政

　

第
一
節　

桓
武
の
即
位
と
辛
酉
革
命

　

第
二
節　

長
岡
遷
都
と
政
治
動
向

第
三
章　

桓
武
直
系
の
確
立
と
創
出

　

第
一
節　

郊
祀
に
お
け
る
桓
武
直
系
皇
統
の
確
立

　

第
二
節　

祖
先
へ
の
追
慕
と
桓
武
直
系
の
創
出

終
わ
り
に
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天
智
・
天
武
系
図
（
図
１
）

聖
武
系
図
（
図
２
）

光
仁
系
図
（
図
３
）
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第
一
章　

桓
武
即
位
以
前
の
皇
位
継
承

（
一
）
光
仁
の
即
位
事
情

桓
武
天
皇
の
皇
統
意
識
を
検
討
す
る
際
、
父
の
白
壁
王
（
光
仁
天
皇
）
が
即
位
に

至
っ
た
状
況
を
振
り
返
る
必
要
が
あ
る
。
三
世
王
で
あ
る
天
智
の
孫
と
し
て
生
ま
れ

た
白
壁
は
、
い
わ
ゆ
る
奈
良
時
代
の
草
壁
直
系
皇
統
か
ら
遠
く
離
れ
た
傍
系
の
血
筋

で
あ
る
。『
続
日
本
紀
』
の
光
仁
の
即
位
前
紀
に
、「
天
皇
、
寛
仁
敦
厚
、
意
豁
然
也
。

自
二
勝
宝
一
以
来
、
皇
極
無
弐
。
人
疑
二
彼
此
一
、
罪
廃
者
多
。
天
皇
、
深
顧
二
横
禍
時
一
、

或
縦
レ
酒
晦
レ
迹
。
以
レ
故
、
免
レ
害
者
数
矣
」（
８
）
と
記
さ
れ
た
よ
う
に
、
光
仁
即
位

以
前
の
政
治
状
況
は
複
雑
で
あ
っ
た
。
奈
良
時
代
後
半
の
皇
位
継
承
を
め
ぐ
っ
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
反
乱
や
事
件
が
起
き
、
多
く
の
皇
族
は
相
次
い
で
謀
反
な
ど
の
罪
に
問

わ
れ
て
地
位
を
失
っ
た
が
、
白
壁
は
酒
に
溺
れ
て
凡
庸
を
装
い
、
皇
位
紛
争
の
難
か

ら
逃
れ
た
の
で
あ
る
。

神
護
景
雲
四
（
七
七
〇
）
年
八
月
四
日
、
称
徳
天
皇
が
崩
御
し
た
。
白
壁
は
遺
宣

に
よ
っ
て
立
太
子
さ
れ
、
同
年
の
十
月
一
日
に
即
位
し
た
。『
続
日
本
紀
』
八
月
四

日
の
記
事
に
よ
る
と
、
左
大
臣
藤
原
永
手
等
が
「
定
二
策
禁
中
一
」
と
あ
る
よ
う
に
、

皇
嗣
議
定
の
会
議
を
開
き
、
議
定
の
結
果
は
称
徳
天
皇
の
意
志
で
あ
る
「
遺
宣
」
に

反
映
さ
れ
た
。

左
大
臣
従
一
位
藤
原
朝
臣
永
手
受
遺
宣
曰
「
今
詔
久
、
事
卒
尓
尓
有
依
天
諸
臣
等

議
天
、
白
壁
王
波
諸
王
乃
中
尓
年
歯
毛
長
奈利

。
又
先
帝
乃
功
毛
在
故
尓
太
子
止
定
天
、
奏
波

奏
流
麻

尓
麻

定
給
止久

勅
止久

宣
。

『
続
日
本
紀
』
に
記
載
さ
れ
た
白
壁
王
の
擁
立
は
一
見
、
何
の
支
障
も
な
い
。
瀧

浪
貞
子
は
こ
の
記
事
に
よ
っ
て
称
徳
が
存
命
中
に
白
壁
王
を
皇
嗣
に
見
立
て
た
と
い

う
見
解
を
提
示
し
た
（
９
）。
と
こ
ろ
が
、『
日
本
紀
略
』
宝
亀
元
（
七
七
〇
）
年
八

月
癸
巳
条
に
引
く
「
百
川
伝
」
を
根
拠
に
、
こ
の
「
遺
宣
」
を
百
川
等
に
よ
る
偽
物

と
見
る
説
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
称
徳
の
立
太
子
を
め
ぐ
る
「
百
川
伝
」
と
『
続

日
本
紀
』
の
記
載
に
は
幾
つ
か
の
相
違
点
が
あ
り
、
中
で
も
最
も
注
目
さ
れ
た
の
は

次
に
挙
げ
る
二
点
で
あ
る
。

（
１
）「
百
川
伝
」
に
は
「
天
皇
、
平
生
未
だ
太
子
を
立
て
ず
」
と
あ
り
、
称
徳
天

皇
は
皇
位
継
承
者
を
決
め
な
い
ま
ま
死
去
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
死
後
、
群
臣

会
議
に
よ
っ
て
次
の
皇
位
継
承
者
を
選
出
す
る
が
、
吉
備
真
備
は
天
武
天
皇
の
皇
子

長
親
王
の
子
で
あ
る
臣
籍
に
降
下
し
た
文
室
浄
三
を
次
の
皇
位
継
承
者
に
推
薦
し

た
。
し
か
し
藤
原
百
川
・
永
手
・
良
継
ら
は
浄
三
の
子
孫
が
多
い
と
い
う
理
由
で
真

備
の
提
案
に
反
対
し
、
浄
三
も
自
ら
こ
の
立
太
子
を
辞
退
し
た
。
次
に
真
備
は
浄
三

の
弟
の
大
市
を
立
て
よ
う
と
し
た
が
、
本
人
に
拒
否
さ
れ
て
真
備
に
よ
る
擁
立
は
実

現
で
き
な
か
っ
た
。『
続
日
本
紀
』
に
は
そ
も
そ
も
会
議
の
内
実
に
関
す
る
記
事
が

な
く
、
勿
論
こ
の
文
室
兄
弟
を
擁
立
す
る
話
は
見
ら
れ
ず
、
真
備
は
群
臣
会
議
に
参

加
し
た
一
員
と
し
て
記
さ
れ
た
の
み
で
あ
る
。

（
２
）「
百
川
伝
」
に
は
藤
原
百
川
と
永
手
・
良
継
三
人
が
偽
り
の
宣
命
を
作
っ
て

白
壁
王
を
皇
太
子
と
し
て
即
位
さ
せ
た
と
あ
り
、
そ
し
て
真
備
は
こ
の
こ
と
に
憤
慨

し
て
辞
仕
し
て
し
ま
っ
た
と
記
し
た
。
し
か
し
『
続
日
本
紀
』
に
見
え
る
こ
の
後
の

真
備
の
動
向
を
捉
え
て
み
る
と
、
光
仁
即
位
前
の
宝
亀
元
（
七
七
〇
）
年
九
月
七
日

に
真
備
は
上
表
し
て
辞
仕
し
た
が
、
光
仁
即
位
後
の
十
月
八
日
に
出
し
た
詔
で
は
、

真
備
の
中
衛
大
将
の
任
を
解
き
、
右
大
臣
を
帯
び
た
ま
ま
彼
を
留
任
さ
せ
た
の
で

あ
る
。

「
百
川
伝
」
の
成
立
時
期
や
作
者
は
不
明
で
、
既
に
そ
の
原
本
が
失
わ
れ
て
い
る

た
め
、
現
在
見
ら
れ
る
の
は
『
日
本
紀
略
』
に
引
用
さ
れ
た
逸
文
の
み
、
は
っ
き
り

と
し
た
出
典
が
不
明
で
あ
る
。「
百
川
伝
」
は
百
川
の
長
男
で
あ
る
緒
嗣
が
父
を
顕

彰
す
る
た
め
、
撰
修
し
た
家
伝
で
あ
り
、
百
川
の
功
績
を
誇
張
す
る
弊
が
あ
る
と
、

林
陸
朗
の
指
摘
が
あ
る
（
10
）。
し
か
し
吉
川
敏
子
は
「
百
川
伝
」
を
原
『
続
日
本
紀
』

の
一
部
と
見
な
し
、
現
在
の
『
続
日
本
紀
』
に
「
百
川
伝
」
が
見
え
な
い
の
は
、
井

上
内
親
王
や
他
戸
に
憚
り
を
感
じ
る
桓
武
天
皇
が
『
続
日
本
紀
』
か
ら
「
百
川
伝
」

を
削
除
し
た
結
果
で
あ
る
と
示
唆
し
た
（
11
）。
だ
が
、「
百
川
伝
」
前
半
の
内
容
は
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誇
張
的
な
部
分
が
多
く
、
明
ら
か
に
『
続
日
本
紀
』
の
文
体
や
編
纂
ス
タ
イ
ル
と
異

な
る
も
の
で
、
元
々
『
続
日
本
紀
』
に
あ
っ
た
内
容
と
は
考
え
難
い
。
更
に
、
左
大

臣
永
手
よ
り
若
輩
で
官
職
も
低
い
百
川
が
、
藤
原
氏
の
筆
頭
と
な
っ
て
白
壁
王
を
擁

立
す
る
の
も
考
え
に
く
い
こ
と
で
あ
る
。
故
に
筆
者
は
吉
川
説
に
首
肯
で
き
ず
、
や

は
り
林
陸
朗
が
提
示
し
た
よ
う
に
、
こ
の
「
百
川
伝
」
は
何
ら
か
の
伝
承
に
よ
っ
て

創
作
さ
れ
た
家
伝
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
す
べ
て
が
史
実
で
あ
る
と
は
信
じ
難
い
。

上
記
（
１
）、（
２
）
二
点
を
合
わ
せ
て
以
下
に
見
解
を
述
べ
よ
う
。

『
続
日
本
紀
』
の
記
述
に
よ
る
と
（
12
）、
こ
の
皇
嗣
議
定
の
代
表
者
に
は
北
家
の

藤
原
永
手
・
式
家
の
宿
奈
麻
呂
（
良
継
）・
南
家
の
縄
麻
呂
等
の
名
前
が
見
え
る
。

藤
原
氏
以
外
に
も
、
右
大
臣
の
吉
備
真
備
、
参
議
式
部
卿
石
上
宅
嗣
の
名
前
が
挙
げ

ら
れ
る
。
そ
し
て
太
政
官
で
は
な
い
式
家
の
近
衛
大
将
藤
原
蔵
下
麻
呂
も
列
座
し
た
。

本
来
、
称
徳
の
意
中
の
後
継
者
が
も
し
定
ま
っ
て
い
た
ら
（
13
）、
次
期
皇
位
継
承
者

を
議
定
す
る
こ
と
は
無
意
味
な
こ
と
に
な
る
。
議
定
の
事
態
に
及
ん
だ
の
は
、
や
は

り
白
壁
以
外
に
も
何
人
か
の
候
補
者
が
い
た
と
考
え
る
の
は
自
然
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
想
起
し
た
い
の
は
天
平
宝
字
元
（
七
五
七
）
年
四
月
に
起
っ
た
孝
謙
の
後

継
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
道
祖
王
が
不
行
跡
と
い
う
理
由
で
廃
太
子
さ
れ
、
そ
の

代
わ
り
に
次
期
皇
嗣
を
選
出
す
る
た
め
、
群
臣
を
召
し
て
議
論
を
行
っ
た
。
当
時
、

藤
原
豊
成
と
藤
原
永
手
は
新
田
部
親
王
の
子
塩
焼
王
を
推
薦
し
、
文
室
珍
努
（
浄
三
）

と
大
伴
古
麻
呂
は
舎
人
親
王
の
子
池
田
王
を
擁
立
し
た
。
立
太
子
の
勅
は
「
宗
室
中
、

舎
人
・
新
田
部
両
親
王
、
是
尤
長
也
」
か
ら
始
ま
り
、
孝
謙
は
推
薦
さ
れ
た
候
補
者

に
そ
れ
ぞ
れ
の
欠
点
が
あ
る
と
指
摘
し
、
候
補
者
の
中
か
ら
選
択
せ
ず
、
舎
人
親
王

の
子
大
炊
王
を
皇
太
子
に
す
る
と
、
諸
卿
の
意
見
を
聞
く
形
で
人
選
を
決
め
た
。
天

武
直
系
の
舎
人
・
新
田
部
両
親
王
は
天
平
七
（
七
三
五
）
年
ま
で
存
命
し
、
皇
室
に

於
い
て
長
老
的
な
存
在
で
あ
る
。
聖
武
の
遺
志
を
受
け
継
い
た
孝
謙
は
、
長
老
ら
の

子
息
か
ら
皇
嗣
を
選
出
す
べ
き
と
考
え
た
（
14
）。
勅
に
あ
る
「
年
長
」
の
語
は
、
後

の
称
徳
遺
宣
に
見
え
る
白
壁
王
の
「
年
長
」
と
同
じ
、
皇
嗣
選
定
に
と
っ
て
最
も
重

要
な
ポ
イ
ン
ト
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
称
徳
の
晩
年
、
天
武
系
皇
子
の
血
統
の
多
く
は

既
に
途
絶
え
て
し
ま
い
、
三
世
王
の
多
数
も
臣
籍
に
降
下
さ
れ
た
。
天
平
宝
字
年
間

の
孝
謙
は
「
宗
室
の
長
」
で
あ
る
舎
人
・
新
田
部
両
親
王
の
子
孫
か
ら
皇
嗣
を
選
出

し
よ
う
と
し
た
が
、
淳
仁
の
廃
位
に
伴
っ
て
、
舎
人
系
は
選
択
肢
か
ら
除
外
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。
ま
た
新
田
部
系
も
、
塩
焼
王
が
仲
麻
呂
の
乱
に
巻
き
込
ま
れ
て
斬
首

さ
れ
、
神
護
景
雲
三
（
七
六
九
）
年
称
徳
を
呪
詛
し
た
罪
で
不
破
内
親
王
の
長
男
で

あ
る
志
計
麻
呂
が
流
配
さ
れ
た
な
ど
の
事
件
が
あ
り
、
よ
っ
て
新
田
部
系
が
皇
嗣
に

選
ば
れ
る
可
能
性
も
ほ
ぼ
ゼ
ロ
に
近
い
（
15
）。
橘
奈
良
麻
呂
の
変
、
藤
原
仲
麻
呂
の

乱
な
ど
に
巻
き
込
ま
れ
た
皇
族
は
死
罪
や
流
配
と
な
り
、
次
期
皇
嗣
の
候
補
に
は
、

白
壁
王
・
文
室
兄
弟
以
外
の
皇
族
は
ほ
ぼ
い
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
、
文
室
兄
弟
は

天
武
天
皇
の
皇
子
、
長
親
王
の
血
を
引
く
二
世
王
で
あ
り
、
天
平
勝
宝
四
（
七
五
二
）

年
に
文
室
真
人
の
姓
を
与
え
て
臣
籍
に
降
下
し
、
律
令
官
人
と
し
て
淳
仁
・
称
徳
朝

で
実
務
官
僚
を
務
め
た
。
神
護
景
雲
四
（
七
七
〇
）
年
、
文
室
兄
弟
の
二
人
は
共
に

六
十
五
歳
を
超
え
た
高
齢
で
あ
り
、
兄
の
浄
三
は
皇
嗣
議
定
か
ら
約
二
ヶ
月
後
に
薨

去
し
た
。『
続
日
本
紀
』
宝
亀
十
一
（
七
八
〇
）
年
十
一
月
戌
子
条
、
弟
の
文
室
大

市
の
薨
伝
に
見
え
る
「
勝
宝
以
後
、
宗
室
枝
族
、
陷
レ
辜
者
衆
。
邑
珍
削
レ
髮
為
二
沙

門
一
、
以
図
二
自
全
一
」
の
よ
う
に
、
身
を
守
る
た
め
に
出
家
し
た
浄
三
・
大
市
の
両

兄
弟
は
、
早
く
も
皇
位
継
承
へ
の
可
能
性
を
放
棄
し
た
（
16
）。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
白
壁
王
と
井
上
内
親
王
の
婚
姻
関
係
及
び
所
生
の
他

戸
皇
子
に
も
注
目
し
、
こ
の
血
縁
関
係
こ
そ
永
手
等
が
白
壁
王
を
推
し
た
重
要
な
理

由
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
。『
続
日
本
紀
』
光
仁
の
即
位
前
紀
に
は
こ
の
関
係
を

暗
示
す
る
有
名
な
童
謡
が
あ
る
。

葛
城
寺
乃
前
前
在
也
、
豊
浦
寺
乃
西
在
也
、
於
志
止度

、
刀
志
止度

。
桜
井
尓
白
壁
之
豆
久
也
、

好
壁
之
豆
久
也
、
於
志
止度

、
刀
志
止度

。
然
為
波
国
曾
昌
由
流

也

吾
家
良
曾
昌
由
流

也

、
於
志
止度

、

刀
志
止度

。
于
レ
時
井
上
内
親
王
為
レ
妃
。

識
者
以
為
、
井
則
内
親
王
之
名
、
白
壁
為
二
天
皇
之
諱
一
、
蓋
天
皇
登
極
之
徴
也
。
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同
時
代
に
流
行
し
た
童
謡
は
『
日
本
霊
異
記
』
に
も
幾
つ
か
み
え
る
が
、
正
史
で

あ
る
『
続
日
本
紀
』
に
童
謡
が
登
場
す
る
の
は
極
め
て
珍
し
い
。
白
壁
王
は
世
の
不

穏
を
安
定
さ
せ
る
待
望
の
人
物
と
し
て
、
即
位
以
前
か
ら
世
論
に
支
持
さ
れ
て
い
た

と
い
う
『
続
日
本
紀
』
編
者
の
意
図
が
伝
わ
る
（
17
）。
白
壁
王
を
介
し
て
聖
武
の
血

統
は
女
系
の
井
上
内
親
王
か
ら
皇
子
の
他
戸
に
繋
が
り
、
他
戸
の
立
太
子
と
即
位
が

実
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
草
壁
系
の
血
統
は
継
続
で
き
る
と
い
う
考
え
は
、
当
時

の
藤
原
氏
が
代
表
す
る
貴
族
層
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
義
江
明
子
の
系
譜
研
究
に
よ

れ
ば
、
古
代
日
本
社
会
に
お
い
て
女
系
に
よ
っ
て
血
統
を
継
続
さ
せ
る
と
い
う
考
え

方
は
存
在
し
た
。
父
系
親
族
集
団
の
成
立
は
九
世
紀
半
ば
で
あ
り
、そ
れ
ま
で
は
「
非

血
縁
・
双
系
原
理
」
が
作
用
し
て
い
た
と
い
う
（
18
）。
白
壁
王
は
単
な
る
「
中
継
ぎ
」

の
天
皇
で
は
な
く
（
19
）、
血
縁
関
係
に
よ
っ
て
皇
統
を
維
持
す
る
こ
と
も
、
藤
原
各

家
の
有
力
者
た
ち
が
揃
っ
て
白
壁
王
を
擁
立
し
た
。
中
川
収
は
、「
こ
の
時
点
に
お

い
て
藤
原
氏
に
は
血
縁
的
に
つ
な
が
る
王
が
い
な
か
っ
た
し
、
ま
た
天
武
の
皇
統
に

あ
っ
て
も
皇
嗣
問
題
の
混
乱
で
無
庇
の
系
譜
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
皇
嗣
候
補
者
に
ふ

さ
わ
し
い
人
物
も
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
白
壁
王
の
性
格
や
人
柄
が
彼
の
官
人
生
活

で
既
に
知
ら
れ
て
い
る
た
め
、
彼
と
井
上
内
親
王
の
婚
姻
及
び
所
生
の
他
戸
王
の
存

在
は
皇
嗣
問
題
を
解
決
す
る
可
能
性
を
提
示
し
た
」
と
も
指
摘
し
た
（
20
）。

今
ま
で
光
仁
（
白
壁
王
）
の
即
位
意
義
を
考
え
る
際
、
通
説
と
し
て
認
識
さ
れ
て

い
た
の
は
天
武
系
か
ら
天
智
系
へ
の
皇
統
交
替
と
、
そ
の
皇
統
の
交
替
に
よ
る
「
新

王
朝
の
開
始
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
他
戸
―
井
上
内
親
王
の
例
の
よ
う
に
、
母
方

の
血
統
を
継
続
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
れ
ば
、
天
武
以
降
、
光
仁
以
前
の
全
員
が
女
系

血
統
の
働
き
に
よ
っ
て
天
智
天
皇
の
血
統
を
引
く
こ
と
に
な
る
。
と
な
る
と
、
天
武

系
か
ら
天
智
系
へ
と
い
う
皇
統
交
替
の
流
れ
を
再
検
討
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
仁
藤

敦
史
は
『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
八
（
六
七
九
）
年
五
月
甲
申
（
五
日
）「
吉
野
の

盟
約
」
に
注
目
し
た
。
こ
の
盟
約
は
、
天
武
天
皇
と
持
統
皇
后
が
参
列
し
た
諸
皇
子

に
対
し
て
、「
朕
男
等
、
各
異
腹
而
生
、
然
今
如
二
一
母
同
産
一
慈
之
」
と
宣
言
し
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
盟
約
に
は
天
智
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
河
嶋
皇
子
と
志
貴
皇
子
も

参
加
し
た
。「
吉
野
の
盟
約
」
が
機
能
す
る
限
り
、
天
智
系
の
皇
子
も
皇
位
継
承
か

ら
完
全
に
排
除
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
（
21
）。
実
際
、
天
武
系
の
血
統
を
継
続

さ
せ
る
際
に
危
機
が
生
じ
た
場
合
、
天
智
系
の
血
統
に
正
統
性
を
付
与
さ
せ
る
こ
と

は
可
能
に
な
る
の
で
、天
武
系
と
天
智
系
を
同
等
に
扱
う「
吉
野
の
盟
約
」の
宣
言
は
、

白
壁
王
が
立
太
子
さ
れ
る
正
統
性
の
歴
史
的
根
拠
と
し
て
考
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

（
二
）
桓
武
（
山
部
）
立
太
子
へ
の
道

桓
武
天
皇
の
諱
は
山
部
で
あ
り
、
三
世
王
白
壁
王
の
長
男
と
し
て
天
平
九

（
七
三
七
）
年
に
生
ま
れ
、
二
十
八
歳
の
天
平
宝
字
八
（
七
六
四
）
年
に
「
仲
麻
呂

の
乱
」
後
の
叙
位
で
は
じ
め
て
無
位
か
ら
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
た
。『
続
日
本
紀
』

に
そ
の
名
前
が
見
ら
れ
る
の
は
こ
れ
以
降
と
な
る
。
そ
れ
よ
り
以
前
の
山
部
王
の
活

動
に
関
し
て
、
全
く
不
明
で
あ
る
。
村
尾
次
郎
は
、
山
部
の
叙
位
は
「
仲
麻
呂
の
乱
」

の
討
伐
で
功
績
を
挙
げ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
を
提
示
し
た
が
、
こ

れ
に
反
論
し
た
亀
田
隆
之
は
、
称
徳
の
詔
に
叙
位
の
原
因
に
関
し
て
「
詔
加
賜
親
王

大
臣
之
胤
、
及
預
討
逆
徒
諸
氏
人
等
位
階
」
と
二
つ
の
理
由
が
あ
り
、
山
部
の
叙
位

は
前
者
の
「
親
王
・
大
臣
之
胤
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
（
22
）。
ま
た
中
村
光

一
は
、
山
部
が
二
十
七
歳
で
叙
位
す
る
こ
と
は
父
白
壁
が
天
平
宝
字
六
（
七
六
二
）

年
に
中
納
言
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
な
ど
累
進
の
恩
典
に
よ
る
蔭
叙
で
あ
り
、
生
没
年

が
分
か
る
同
時
期
の
ほ
か
の
三
世
王
の
初
叙
位
の
年
齢
（
神
王
は
三
十
歳
、
壱
志
濃

王
は
三
十
四
歳
）
に
比
べ
る
と
、
や
や
優
遇
さ
れ
て
い
た
と
い
う
見
解
を
提
示
し

た
（
23
）。

そ
の
後
、
山
部
が
再
び
『
続
日
本
紀
』
に
登
場
す
る
の
は
天
平
神
護
二
（
七
六
六
）

年
十
一
月
丁
巳
（
五
日
）
条
、
従
五
位
上
に
昇
叙
し
た
記
事
で
あ
る
。
従
五
位
上
に

昇
任
し
て
し
ば
ら
く
大
学
頭
に
任
ぜ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
は
っ
き
り
し
た
任

官
の
時
期
は
史
料
上
に
は
み
え
な
い
。
の
ち
宝
亀
元
（
七
七
〇
）
年
八
月
二
十
八
日

の
叙
位
に
み
え
る
大
学
頭
の
山
部
に
従
四
位
下
を
授
け
る
こ
と
か
ら
逆
算
す
れ
ば
、

従
五
位
上
の
昇
叙
後
の
任
官
と
考
え
ら
れ
る
。
称
徳
朝
で
は
父
の
白
壁
が
大
納
言
、



7 総研大文化科学研究 第15号（2019）

そ
し
て
子
の
山
部
が
大
学
頭
だ
っ
た
。
二
人
と
も
皇
族
と
し
て
で
は
な
く
、
一
般
官

僚
と
し
て
出
世
を
望
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
。

光
仁
が
立
太
子
さ
れ
て
か
ら
わ
ず
か
二
十
四
日
後
、
山
部
は
従
四
位
下
に
昇
叙
し

侍
従
に
任
命
さ
れ
、
同
年
の
宝
亀
元
（
七
七
〇
）
年
十
月
一
日
、
光
仁
の
即
位
に
伴

い
親
王
宣
下
を
受
け
て
山
部
親
王
と
な
る
（
24
）。
次
期
天
皇
即
位
に
先
立
っ
て
、
天

皇
の
長
子
が
侍
従
に
就
任
す
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
権
威
付
け
の
た
め
に
群
臣
に
山
部

の
実
力
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
意
図
が
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
光
仁
の
即
位
の
陰
に
は
正
妻
の
井
上
内
親
王
の
存

在
が
大
き
か
っ
た
。
光
仁
が
即
位
し
た
翌
月
十
一
月
六
日
に
井
上
内
親
王
が
皇
后
に

立
て
ら
れ
、
約
二
ヶ
月
後
、
宝
亀
二
年
正
月
二
十
三
日
に
子
で
あ
る
他
戸
親
王
を
立

太
子
す
る
詔
が
出
さ
れ
た
。「
双
系
原
理
」
の
通
り
、
当
時
の
社
会
に
お
い
て
は
母

方
の
血
統
も
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
卑
し
い
渡
来
人
女
性
の
所
生
で
あ
る
山
部
親
王

と
、
貴
い
血
統
を
持
つ
井
上
内
親
王
と
他
戸
親
王
と
の
間
に
大
き
な
一
線
が
引
か
れ

て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
（
25
）。
こ
の
母
方
の
血
統
問
題
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

山
部
の
即
位
後
も
長
年
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
し
て
抱
え
た
問
題
で
あ
る
。

他
戸
が
立
太
子
さ
れ
た
一
ヶ
月
後
に
、
山
部
は
侍
従
か
ら
中
務
卿
に
転
任
し
た
。

中
村
光
一
は
、
侍
従
就
任
以
降
の
山
部
王
の
官
界
で
の
台
頭
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
積

極
的
に
推
し
進
め
た
勢
力
・
人
物
が
背
後
に
い
た
と
推
測
し
、
更
に
そ
の
勢
力
・
人

物
と
は
藤
原
式
家
、
特
に
藤
原
百
川
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
述
べ
た
（
26
）。
こ
の

推
測
の
根
拠
と
な
る
の
は
『
公
卿
補
任
』
宝
亀
二
年
の
藤
原
百
川
の
尻
付
が
引
く
「
本

系
」
に
見
ら
れ
る
、「
大
臣
素
属
二
心
於
桓
武
天
皇
一
、
龍
潜
之
日
共
結
二
交
情
一
。
及
二

宝
亀
天
皇
踐
祚
之
日
一
、
私
計
為
二
皇
太
子
一
。
于
時
、
庶
人
他
部
在
二
儲
弐
位
一
、
公

数
出
二
奇
計
一
、
遂
廃
二
他
部
一
。
桓
武
天
皇
為
二
太
子
一
。」
と
い
う
記
事
で
あ
る
。「
本

系
」
と
い
う
史
料
の
来
歴
は
不
明
で
あ
り
、
史
料
の
信
憑
性
に
つ
い
て
更
な
る
検
討

を
要
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
山
部
と
百
川
の
関
係
が
山
部
立
太
子
以
前
に
溯

る
こ
と
は
他
の
史
料
に
よ
っ
て
も
確
認
で
き
る
。

山
部
と
百
川
の
関
係
を
証
明
す
る
史
料
は
『
公
卿
補
任
』
延
暦
二
十
一
（
八
〇
二
）

年
の
藤
原
緒
嗣
の
尻
付
、
及
び
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
十
（
八
四
三
）
年
七
月
庚
戌

（
二
十
三
日
）
条
百
川
の
長
男
緒
嗣
の
薨
伝
で
あ
る
。
両
者
に
は
、延
暦
七
（
七
八
八
）

年
春
、
桓
武
天
皇
が
緒
嗣
を
殿
上
に
召
し
て
、
手
ず
か
ら
加
冠
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

書
か
れ
て
い
る
。「
賜
剣
、勅
曰
。
是
汝
父
所
レ
献
之
剣
也
。
汝
父
寿
詞
、于
今
未
レ
忘
。

毎
二
一
想
像
一
、
不
レ
覚
涙
下
。
今
以
賜
レ
汝
、
宜
レ
莫
レ
失
焉
。」
と
、
桓
武
は
百
川
と

の
思
い
出
を
語
り
、「
微
二
緒
嗣
之
父
一
、
予
豈
得
レ
踐
二
帝
位
一
乎
」
と
、
緒
嗣
の
父

で
あ
っ
た
百
川
が
桓
武
擁
立
の
中
心
人
物
と
し
て
力
を
尽
く
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
み
れ
ば
、
山
部
の
皇
太
子
擁
立
は
か
な
り
早
い
段

階
で
藤
原
式
家
・
百
川
に
よ
っ
て
思
案
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
官
僚
時
代
の

山
部
を
見
て
き
た
藤
原
百
川
は
、
血
統
に
拘
る
こ
と
な
く
、
彼
の
能
力
を
見
抜
い
て

次
の
天
皇
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
と
し
て
期
待
し
、
水
面
下
で
山
部
を
天
皇
に
す
る
準

備
を
進
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
わ
ず
か
一
年
二
ヶ
月
後
、
さ
っ
そ
く
山
部
の
擁
立
を
実
現
す
る
チ
ャ
ン

ス
が
巡
っ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
宝
亀
三
（
七
七
二
）
年
三
月
、
突
如
井
上
内
親
王

は
巫
蠱
の
大
罪
で
皇
后
を
廃
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
27
）。
裳
咋
足
嶋
と
い
う
人
物
が
謀

反
の
こ
と
を
自
首
し
、
井
上
内
親
王
の
謀
反
は
「
度
年
経
月
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
摘

発
し
た
。
そ
し
て
謀
反
の
こ
と
を
知
り
な
が
ら
そ
の
罪
を
隠
し
た
粟
田
広
上
と
安
都

堅
石
女
の
二
人
を
遠
流
と
し
、
告
発
者
で
あ
る
裳
咋
足
嶋
は
罪
を
免
ぜ
ら
れ
、
外
従

五
位
下
を
授
け
ら
れ
た
。
母
の
皇
后
を
廃
さ
れ
た
こ
と
で
、
他
戸
親
王
が
後
立
て
を

失
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
他
戸
に
影
響
が
及
ぶ
の
は
早
く
二
ヶ
月
後

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
宝
亀
三
（
七
七
二
）
年
五
月
丁
未
（
二
十
五
日
）、
皇
太
子
を

廃
す
る
宣
命
が
出
さ
れ
た
。

詔
曰
、
天
皇
御
命
良
麻

止

宣
御
命
乎
百
官
人
等
天
下
百
姓
衆
聞
食
倍止

宣
。
今
皇
太
子
止

定
賜
部流

他
戸
王
、
其
母
井
上
内
親
王
乃
魘
魅
大
逆
之
事
、
一
二
遍
能
味

仁

不
在
、
遍
麻

年
久
発
覚
奴
。
其
高
御
座
天
之
日
嗣
座
波
、
非
吾
一
人
之
私
座
毛
奈

止

所
思
行
湏
。
故

是
を
以
天
之
日
嗣
止
定
賜
比
儲
賜
部流

皇
太
子
位
仁
謀
反
大
逆
人
之
子
乎
治
賜
部
例

婆

卿
等
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百
官
人
等
天
下
百
姓
能
念
良
麻

久
毛

恥
志
賀
多
自
気
奈
志
。
加
以
後
世
乃
平
久
安
長
久
全
久
可

在
伎
政
仁毛

不
在
止
神
奈
賀

良
母

所
念
行
須仁

依
而
奈母

、
他
戸
王
乎
皇
太
子
之
位
停
賜
比
却
け
賜
布止

宣
天
皇
御
命
乎
、
衆
聞
食
倍止

宣
。

こ
の
廃
后
・
廃
太
子
事
件
に
関
し
て
は
史
料
が
少
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
事
件
の

真
相
を
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
従
来
こ
の
事
件
は
前
述
の
『
公
卿
補
任
』
に
み

え
る
「
公
数
出
二
奇
計
一
、遂
廃
二
他
部
一
」
を
根
拠
と
し
、一
連
の
事
件
は
百
川
の
「
奇

計
」
に
よ
る
も
の
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
中
川
久
仁
子
の
研
究
に
よ

れ
ば
、「
井
上
内
親
王
の
廃
后
事
件
は
、
誰
か
特
定
の
犯
人
が
意
図
的
に
ね
つ
造
し

た
も
の
で
は
な
く
、
県
犬
養
広
刀
自
を
母
に
持
ち
、
同
じ
よ
う
な
疑
い
を
か
け
ら
れ

た
過
去
を
持
つ
不
破
内
親
王
や
県
犬
養
姉
女
と
近
し
い
間
柄
に
あ
っ
た
こ
と
や
、
こ

う
い
っ
た
事
件
を
繰
り
返
し
引
き
起
こ
し
た
奈
良
朝
後
期
の
宮
廷
の
空
気
に
よ
っ

て
、
自
然
発
生
的
に
生
み
出
さ
れ
た
風
評
被
害
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
」
と
あ
り
、

中
川
は
こ
の
事
件
を
井
上
内
親
王
の
出
自
に
関
わ
る
問
題
と
さ
れ
て
い
る
（
28
）。
し

か
し
廃
后
に
関
わ
る
宣
命
は
史
料
上
に
み
え
ず
、
風
評
被
害
と
い
う
の
も
推
測
に
す

ぎ
な
い
。
や
は
り
本
居
宣
長
が
言
う
よ
う
に
、
元
々
廃
后
の
宣
命
も
あ
っ
た
が
、
編

纂
者
が
意
図
的
に
削
除
し
た
と
見
た
方
が
自
然
で
あ
る
。『
続
日
本
紀
』
は
延
暦

十
六
年
に
最
終
的
な
編
纂
段
階
を
終
え
て
撰
進
さ
れ
た
が
、
三
年
後
に
井
上
廃
后
が

皇
后
位
に
復
位
が
決
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
廃
后
の
宣
命
を
省
い
た
の
で
は
な

い
か
。

廃
太
子
の
宣
命
に
、
理
由
が
明
言
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
母
井
上
内
親
王
の
「
魘

魅
大
逆
」
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
律
の
な
か
で
巫
蠱
と
魘
魅
は
別
々
の
罪
で
あ
る

が
、
日
本
で
は
実
際
に
区
別
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
（
29
）。
宣
命
が
言
う
に
は
こ
れ

ま
で
井
上
内
親
王
が
行
っ
た
巫
蠱
、
す
な
わ
ち
魘
魅
大
逆
は
一
度
や
二
度
の
こ
と
で

は
な
く
、
数
度
に
及
ん
だ
と
あ
る
。
皇
后
が
謀
反
を
謀
る
こ
と
は
き
わ
め
て
珍
し
い

こ
と
で
、
古
く
か
ら
井
上
内
親
王
自
身
が
皇
位
を
望
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
説
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
根
拠
が
な
く
、
本
居
宣
長
の
臆
測
に
過
ぎ
な
い
（
30
）。

こ
の
事
件
の
発
端
、
井
上
内
親
王
が
行
っ
た
巫
蠱
に
つ
い
て
の
記
載
は
ほ
と
ん
ど
な

く
、
現
存
史
料
は
告
発
者
及
び
共
犯
者
へ
の
賞
罰
の
詔
、
そ
し
て
他
戸
親
王
の
廃
太

子
の
詔
の
み
で
あ
る
。
中
川
収
は
、
共
犯
者
の
女
官
の
な
か
の
粟
田
広
上
と
い
う
人

物
の
出
自
に
注
目
し
、
彼
女
は
『
日
本
霊
異
記
』
に
登
場
し
た
呪
術
医
御
手
代
東
人

と
婚
姻
関
係
に
あ
る
粟
田
氏
の
女
子
で
あ
り
、
巫
術
を
知
る
者
が
こ
の
事
件
に
関

わ
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
井
上
皇
后
に
よ
る
魘
魅
は
実
在
し
た
こ
と
で
あ
る
可
能
性

が
高
い
（
31
）。

魘
魅
に
よ
る
廃
后
・
廃
太
子
事
件
の
背
後
に
あ
る
政
情
の
変
化
に
つ
い
て
少
し
掘

り
下
げ
た
い
。
光
仁
の
擁
立
は
藤
原
氏
四
家
の
合
意
に
よ
る
も
の
で
、
そ
の
筆
頭
と

な
る
人
物
は
藤
原
北
家
の
永
手
で
あ
る
。
永
手
の
長
男
藤
原
家
依
は
他
戸
の
立
太
子

同
日
に
皇
后
宮
大
夫
に
任
ぜ
ら
れ
た
が
、
こ
の
立
太
子
一
ヶ
月
後
に
永
手
は
突
然
他

界
し
、
朝
政
は
す
み
や
か
に
式
家
が
統
領
す
る
体
制
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
の
で
あ
る

（
32
）。
式
家
の
良
継
は
内
臣
、
百
川
は
参
議
に
昇
任
し
、
山
部
を
支
持
す
る
勢
力
は

一
気
に
大
き
く
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
井
上
・
他
戸
母
子
を
支
持
し
て
き
た
永
手
の
死

去
に
不
安
を
感
じ
た
井
上
は
女
官
に
そ
の
不
安
と
苦
悶
を
漏
ら
し
た
か
（
33
）、
も
し

く
は
実
際
に
行
動
に
移
し
て
魘
魅
を
実
施
し
た
可
能
性
は
確
か
に
存
在
す
る
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
結
果
と
し
て
聖
武
の
皇
女
・
光
仁
の
皇
后
で
あ
っ
た
井
上
は
大
逆
の
罪

人
と
な
り
、
そ
の
子
の
他
戸
も
連
座
さ
れ
て
皇
太
子
の
位
か
ら
追
放
さ
れ
た
。
一
連

の
事
件
の
結
果
と
し
て
、
最
終
的
に
井
上
母
子
が
廃
さ
れ
、
藤
原
北
家
に
替
わ
り
、

式
家
の
勢
力
が
拡
大
し
た
。

し
か
し
、井
上
母
子
の
悲
劇
は
ま
だ
終
わ
っ
て
い
な
い
。
翌
年
の
宝
亀
四（
七
七
三
）

年
十
月
、
光
仁
の
同
母
の
姉
難
波
内
親
王
が
亡
く
な
り
、
こ
れ
も
ま
た
井
上
内
親
王

の
呪
詛
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
、
井
上
・
他
戸
母
子
と
も
に
大
和
国
宇
智
郡
の
没
官
の

邸
に
幽
閉
さ
れ
た
。
最
後
に
二
人
が
現
れ
る
記
事
は
宝
亀
六
年
四
月
己
丑
（
二
十
七

日
）
条
で
、「
井
上
内
親
王
、
他
戸
王
並
卒
」
と
、
わ
ず
か
一
行
の
み
残
さ
れ
て
い
る
。

母
子
揃
っ
て
同
じ
日
に
亡
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
か
な
り
不
自
然
な
こ
と
で
あ
り
、

こ
の
死
に
関
し
て
も
諸
説
が
あ
る
（
34
）。
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山
部
親
王
が
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
た
の
は
宝
亀
四
年
の
正
月
で
あ
る
。
の
ち
天
応

元
年
四
月
三
日
の
光
仁
の
譲
位
宣
命
に
、
皇
太
子
の
山
部
に
対
し
て
光
仁
の
思
い
が

次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

（
前
略
）
古
人
有
言
知
子
者
親
止
云
止
奈

母

聞
食
。
此
王
波
弱
時
余利

朝
夕
止
朕
尓
従
天
至
今
麻天

怠
事
無
久
仕
奉
見
波
仁
孝
厚
王
尓
在
止
奈

毛

神
奈
我
良
所
知
食
。
其
仁
孝
者
百
行
之

基
奈利

。（
後
略
）

桓
武
の
立
太
子
の
経
緯
に
つ
い
て
は
『
続
日
本
紀
』
に
立
太
子
の
宣
命
の
み
記
載

さ
れ
て
い
る
が
、
の
ち
の
時
代
に
で
き
た
史
料
『
水
鏡
』
に
は
詳
細
な
逸
話
が
あ
る
。

光
仁
が
次
の
皇
嗣
を
立
て
る
際
、
式
家
の
藤
原
百
川
が
山
部
親
王
を
推
し
た
。
一
方
、

京
家
の
藤
原
浜
成
は
「
山
部
親
王
は
〔
御
〕
母
卑
し
く
お
は
す
。
い
か
で
か
位
に
即

き
給
は
ん
」
と
反
対
し
、
光
仁
に
異
議
を
申
し
立
て
、
尾
張
女
王
の
子
の
稗
田
親
王

を
推
薦
し
た
（
35
）。
和
新
笠
は
渡
来
系
氏
族
和
史
氏
の
出
身
で
あ
り
、
光
仁
即
位
後

の
宝
亀
年
間
に
高
野
朝
臣
の
姓
を
賜
っ
た
。
延
暦
九
（
七
九
〇
）
年
正
月
壬
子
（
十
五

日
）
条
に
み
え
る
彼
女
の
薨
伝
に
は
「
宝
亀
年
中
、改
レ
姓
為
二
高
野
朝
臣
一
」
と
あ
り
、

宝
亀
九
（
七
七
八
）
年
正
月
丙
子
（
二
十
九
日
）
条
に
「
授
二
従
四
位
下
高
野
朝
臣

従
三
位
一
」
と
見
え
る
た
め
、
宝
亀
九
年
よ
り
以
前
に
も
す
で
に
高
野
朝
臣
の
姓
を

賜
っ
て
い
た
と
推
定
す
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
賜
姓
と
叙
位
は
山
部
の
立
太
子
に
合

わ
せ
て
、
生
母
の
出
自
を
高
め
る
た
め
に
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

三
十
五
歳
に
し
て
山
部
は
よ
う
や
く
皇
太
子
の
座
を
手
に
入
れ
た
。
し
か
し
母
方

の
血
統
は
天
皇
の
正
統
性
に
大
き
く
影
響
す
る
た
め
、
の
ち
の
山
部
（
桓
武
）
の
皇

位
継
承
に
当
た
っ
て
、
高
野
新
笠
の
血
統
問
題
は
桓
武
に
課
さ
れ
た
重
大
な
課
題
と

な
っ
た
。

第
二
章　

初
期
桓
武
政
権
の
新
政

第
一
節
　
桓
武
の
即
位
と
辛
酉
革
命

『
続
日
本
紀
』
天
応
元
（
七
八
一
）
年
正
月
朔
日
の
詔
に
、
日
本
史
上
唯
一
の
元

日
改
元
が
記
さ
れ
て
い
る
。

天
応
元
年
春
正
月
辛
酉
朔
。
詔
曰
、
以
レ
天
為
レ
大
、
則
レ
之
者
聖
人
、
以
レ
民

為
レ
心
、
育
レ
之
者
仁
后
。
朕
以
二
寡
薄
一
、
忝
承
二
宝
基
一
、
無
レ
善
二
万
民
一
、
空

歴
二
一
紀
一
。
然
則
、
惠
沢
壅
而
不
レ
流
、
憂
懼
交
而
弥
積
。
日
愼
二
一
日
一
、
念

レ
茲
在
レ
茲
。
比
有
司
奏
、
伊
勢
斎
宮
所
レ
見
美
雲
、
正
合
二
大
瑞
一
。
彼
神
宮
者

国
家
所
レ
鎮
、自
レ
天
応
レ
之
、吉
無
レ
不
レ
利
、抑
是
朕
之
不
徳
。
非
二
独
臻
一
レ
茲
、

方
知
凡
百
之
寮
、
相
諧
攸
レ
感
。
今
者
、
元
正
告
レ
暦
、
吉
日
初
開
。
宜
下
対
二

良
辰
一
共
悦
中
嘉
貺
上
。
可
下
大
‐二
赦
天
下
一
、
改
レ
元
曰
中
天
応
上
。

祥
瑞
の
出
現
を
き
っ
か
け
に
、
光
仁
天
皇
は
年
号
を
宝
亀
か
ら
天
応
に
変
え
、
同

年
四
月
に
老
病
を
理
由
と
し
て
皇
太
子
の
山
部
親
王
に
譲
位
し
た
（
36
）。

光
仁
が
即
位
し
た
神
護
景
雲
四
（
七
七
〇
）
年
十
月
一
日
に
、
肥
後
国
の
人
が
白

亀
を
献
上
し
、
元
号
を
「
宝
亀
」
に
改
め
た
。
天
応
の
改
元
の
詔
に
は
、
伊
勢
神
宮

に
美
し
い
雲
が
現
わ
れ
、
そ
れ
が
大
瑞
で
あ
る
た
め
改
元
す
べ
き
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
天
応
の
改
元
と
こ
れ
ま
で
の
祥
瑞
改
元
と
の
違
い
は
、
祥
瑞
を
そ
の
ま
ま
元

号
に
取
り
入
れ
る
こ
と
な
く
、
改
め
て
漢
籍
か
ら
出
典
を
求
め
た
こ
と
で
あ
る
（
37
）。

祥
瑞
に
よ
る
改
元
と
言
っ
て
も
、
奈
良
時
代
の
命
名
法
は
祥
瑞
の
瑞
象
を
そ
の
ま

ま
年
号
に
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
天
応
改
元
及
び
そ
れ
以
後
の
祥
瑞
改
元

は
、
こ
れ
ま
で
の
年
号
の
命
名
法
と
違
っ
て
、
祥
瑞
に
対
す
る
解
釈
を
年
号
に
す
る

傾
向
が
見
ら
れ
る
。

天
応
改
元
の
三
ヶ
月
後
の
四
月
三
日
に
、
光
仁
が
譲
位
の
詔
を
出
し
た
。
同
月

十
五
日
に
桓
武
が
そ
の
譲
位
を
受
け
て
即
位
し
た
。
し
か
し
桓
武
は
即
位
し
て
直
ち

に
年
号
を
改
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
即
位
し
て
改
元
せ
ず
翌
年
に
改
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元
す
る
こ
と
を
「
踰
年
改
元
」
と
い
う
（
38
）。
崩
御
し
た
（
39
）
約
半
年
後
、
よ
う
や

く
「
延
暦
」
に
改
元
し
た
の
で
あ
る
。
天
応
二
（
七
八
二
）
年
八
月
朔
日
に
百
官
の

喪
が
解
か
れ
た
と
い
う
記
事
が
あ
り
、
同
月
の
十
九
日
に
桓
武
が
出
し
た
詔
に
は
、

「
殷
周
以
前
、
未
レ
有
二
年
号
一
。
至
二
于
漢
武
一
、
始
称
二
建
元
一
。
自
レ
茲
厥
後
、
歴
代

因
循
。
是
以
、
継
体
之
君
、
受
禅
之
主
、
莫
レ
不
二
登
レ
祚
開
レ
元
、
錫
レ
瑞
改
一
レ
号
。

朕
以
二
寡
徳
一
、
纂
‐二
承
洪
基
一
、
託
二
于
王
公
之
上
一
、
君
‐二
臨
寰
宇
一
。
既
経
二
歳
月
一
、

未
レ
施
二
新
号
一
。
今
者
宗
社
降
レ
霊
、
幽
顕
介
レ
福
、
年
穀
豊
稔
、
徴
祥
仍
臻
。
思
与
二

万
国
一
、
嘉
二
此
休
祚
一
。
宜
下
改
二
天
応
二
年
一
、
曰
中
延
暦
元
年
上
。」
と
あ
る
。
中
国

の
故
実
は
漢
の
武
帝
か
ら
中
国
の
皇
帝
が
即
位
す
る
と
年
号
が
変
わ
る
と
い
う
。
そ

し
て
自
己
（
桓
武
）
は
す
で
に
即
位
し
て
か
ら
一
年
以
上
が
経
ち
、
ま
だ
年
号
を
改

め
て
い
な
か
っ
た
が
、「
宗
社
降
霊
」「
年
穀
豊
稔
」
の
瑞
象
が
現
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ

て
天
応
二
年
を
延
暦
元
年
に
改
元
す
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
年
号
「
天
応
」
は

先
帝
の
光
仁
が
頒
布
し
た
も
の
で
、
桓
武
は
諒
闇
中
の
年
号
改
定
を
避
け
て
「
踰
年

改
元
」
に
従
っ
た
の
で
あ
る
。
諒
闇
が
解
け
た
あ
と
に
、
中
国
の
故
実
な
ど
を
用
い

て
改
元
の
正
統
性
を
主
張
す
る
桓
武
の
意
図
は
明
ら
か
で
あ
る
。

改
元
が
行
わ
れ
た
宝
亀
十
二
（
七
八
一
）
年
は
ち
ょ
う
ど
辛
酉
の
年
で
あ
り
、
正

月
朔
日
も
ま
た
辛
酉
の
日
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
林
陸
朗
の
説
に
よ
る
と
、「
天
応

改
元
」
は
中
国
の
辛
酉
革
命
説
を
意
識
し
て
為
さ
れ
た
と
い
う
（
40
）。

讖
緯
・
陰
陽
五
行
な
ど
の
緯
学
思
想
は
早
く
に
中
国
か
ら
日
本
に
伝
来
し
て
お
り
、

『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
に
は
幾
つ
か
緯
書
の
書
名
が
見
ら
れ
る
（
41
）。
当
時
の
日

本
に
お
け
る
緯
学
の
受
容
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
言
及
し
な
い
が
、「
辛
酉
革
命
」
に

触
れ
た
史
料
と
し
て
、
十
世
紀
初
頭
の
文
章
博
士
三
善
清
行
が
辛
酉
年
で
あ
る
昌
泰

四
年
二
月
に
、
醍
醐
天
皇
に
上
書
し
た
『
革
命
勘
文
』（
42
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。

天
智
天
皇
者
、
息
長
足
日
広
額
天
皇
之
太
子
也
。（
中
略
）。
天
豊
財
重
日
足
姫

天
皇
七
年
辛
酉
秋
七
月
崩
、
天
智
天
皇
即
位
【
当
二
大
唐
高
宗
龍
朔
元
年
一
】。

三
年
甲
子
春
二
月
詔
換
二
冠
位
階
一
更
為
二
廿
六
階
一
、（
中
略
）、
夏
五
月
大
唐

鎮
百
済
将
軍
劉
仁
願
使
二
朝
散
大
夫
郭
務
悰
等
來
進
レ
表
并
献
一
レ
物
【
当
二
於
大

唐
高
宗
麟
徳
元
年
一
】。（
後
略
）

今
年
辛
酉
【
昌
泰
四
年
也
】
謹
案
。
自
二
天
智
天
皇
即
位
辛
酉
之
年
一
至
二
于
去

年
庚
申
一
、
合
二
百
卌
年
、
此
所
謂
四
六
相
乗
之
数
已
畢
。
今
年
辛
酉
当
二
於
大

変
革
命
之
年
一
也
。
又
天
智
天
皇
以
来
二
百
卌
年
之
内
、小
変
六
甲
、凡
三
度
也
。

自
二
天
智
天
皇
即
位
辛
酉
一
至
二
于
日
本
根
子
高
瑞
浄
足
姫
天
皇
養
老
五
年
辛

酉
一
、
合
六
十
年
。
其
年
五
月
日
本
根
子
高
瑞
浄
足
姫
太
上
天
皇
崩
、
然
猶
文

武
天
皇
不
二
改
元
一
。至
二
于
七
年
甲
子
一
初
改
元
爲
二
神
亀
元
年
一
。其
後
六
十
年
、

天
応
元
年
辛
酉
夏
四
月
白
壁
天
皇
不
豫
也
、
桓
武
天
皇
天
応
元
年
四
月
三
日
受

禅
、同
日
即
位
。
十
二
月
廿
日
太
上
天
皇
崩
。
其
後
承
和
八
年
辛
酉
無
二
異
事
一
、

但
承
和
七
年
庚
申
淳
和
太
上
天
皇
崩
、
九
年
壬
戌
嵯
峨
太
上
天
皇
崩
、
又
廃
二

皇
太
子
一
、
以
二
文
徳
天
皇
一
為
二
皇
太
子
一
。
其
後
六
十
年
、
至
二
于
今
年
辛
酉
一

也
。（
後
略
）

三
善
清
行
が
引
用
し
た
鄭
玄
の
注
「
天
道
不
レ
遠
、
三
五
而
反
。
六
甲
為
二
一
元
一
。

四
六
二
六
相
乗
。
七
元
有
二
三
変
一
。
廿
一
元
為
二
一
蔀
一
。」
に
関
し
て
、
那
珂
通
世

説
（
43
）
に
従
っ
て
易
緯
の
計
算
を
す
る
と
、
二
十
一
元
は
合
わ
せ
て
千
二
百
六
十
年

で
あ
る
。
神
武
天
皇
の
即
位
を
一
蔀
の
は
じ
ま
り
に
設
定
す
る
と
、
推
古
天
皇
九

（
六
〇
一
）
年
の
辛
酉
年
が
一
蔀
の
終
わ
り
で
あ
り
、
三
善
清
行
が
斉
明
天
皇
七

（
六
六
一
）
年
を
一
蔀
の
終
わ
り
に
し
た
の
は
誤
算
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ど
こ
ろ
が
一
蔀
の
期
間
に
つ
い
て
、
意
図
的
に
一
三
二
〇
年
に
計
算
し
、
斉
明
天
皇

七
（
六
六
一
）
年
を
一
蔀
の
終
わ
り
に
す
る
こ
と
こ
そ
が
重
要
で
あ
り
、
重
大
な
意

味
が
含
ま
れ
て
い
る
（
44
）。『
革
命
勘
文
』
の
最
後
に
書
か
れ
た
「
遠
履
二
大
祖
神
武

之
遺
縦
一
、
而
近
襲
二
中
宗
天
智
之
基
業
一
」
に
注
目
し
た
い
。
要
す
る
に
当
時
の
三

善
清
行
の
認
識
で
は
、
日
本
国
の
遠
祖
は
神
武
天
皇
で
あ
り
、
中
宗
は
天
智
天
皇
で

あ
る
。
新
た
な
る
一
蔀
は
本
朝
中
宗
の
天
智
天
皇
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
と
い
う
こ
と

こ
そ
三
善
清
行
の
本
意
で
あ
り
、
遠
祖
た
る
神
武
天
皇
の
即
位
が
一
蔀
の
始
ま
り
で
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あ
れ
ば
、
中
宗
た
る
天
智
天
皇
の
即
位
も
一
蔀
の
は
じ
ま
り
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。

天
智
天
皇
を
「
本
朝
の
中
宗
」
と
見
な
す
観
念
は
、
す
で
に
奈
良
時
代
の
即
位
宣

命
に
み
え
る
天
智
天
皇
の
「
不
改
常
典
と
定
め
賜
ひ
敷
き
賜
へ
る
法
」
が
あ
る
（
45
）。

「
不
改
常
典
」
の
実
質
に
関
し
て
、
本
題
と
離
れ
る
の
で
省
略
す
る
が
、
重
要
な
の

は
い
わ
ゆ
る
天
武
系
の
皇
位
継
承
の
中
に
も
「
天
智
天
皇
が
初
め
定
め
た
法
」
を
用

い
た
こ
と
で
あ
る
。
桓
武
の
即
位
宣
命
か
ら
「
不
改
常
典
」
の
一
言
が
削
除
さ
れ
、

た
だ
「
天
智
天
皇
が
定
め
た
法
」
だ
け
が
残
さ
れ
た
。
こ
れ
に
は
桓
武
が
皇
統
継
承

の
実
質
を
変
え
よ
う
と
す
る
動
機
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
次

章
で
詳
細
に
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
前
章
の
第
一
節
の
最
後
で
述
べ
た
よ
う
に
、
天

智
系
皇
統
と
天
武
系
皇
統
は
分
か
れ
た
血
統
で
は
な
く
、
系
図
か
ら
遡
っ
て
み
れ
ば

奈
良
時
代
の
天
皇
全
員
が
天
智
の
血
統
を
引
い
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
ま
た

「
吉
野
の
盟
約
」
が
明
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
天
武
天
皇
は
天
智
天
皇
の
皇
子
を
排

除
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
こ
の
認
識
が
平
安
時
代
ま
で
続
い
て
い
た
の
は
、『
革

命
勘
文
』
が
天
智
天
皇
を
本
朝
中
宗
と
す
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

平
安
時
代
以
降
、
史
料
上
で
皇
統
認
識
の
変
化
を
確
認
で
き
る
の
は
、
瀧
浪
貞
子

が
指
摘
し
た
『
神
皇
正
統
記
』
で
あ
る
（
46
）。
ま
た
時
代
は
室
町
時
代
に
下
る
が
、

一
条
兼
良
の
『
江
次
第
抄
』
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
で
は
、
天
智
系
と
天

武
系
を
別
の
血
統
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
文
武
天
皇
か
ら
淳
仁
廃
帝
ま
で
、
天

武
天
皇
の
皇
統
と
し
て
認
識
し
た
。
そ
し
て
光
仁
天
皇
の
即
位
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま

で
断
絶
し
て
い
た
天
智
天
皇
の
皇
統
が
復
活
さ
れ
、
そ
れ
以
降
天
智
系
の
皇
統
が
絶

え
な
く
室
町
時
代
に
続
い
た
。
こ
れ
ら
は
両
統
迭
立
や
南
北
朝
時
代
を
経
験
し
、
そ

れ
に
何
よ
り
も
父
系
直
系
が
定
着
し
た
社
会
を
生
き
て
い
た
人
々
の
著
述
な
ら
で
は

の
認
識
で
あ
る
（
47
）。

話
は
天
応
改
元
に
戻
る
が
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
（
48
）、
こ
の
天
応

改
元
の
日
は
、
元
々
辛
酉
の
日
で
は
な
く
、
人
為
的
に
暦
を
変
動
さ
せ
た
結
果
で
あ

る
。
実
際
に
算
勘
す
る
と
天
応
元
年
の
正
月
朔
日
は
元
々
庚
申
の
日
に
当
た
る
が
、

小
月
で
あ
っ
た
前
年
宝
亀
十
一
（
七
八
〇
）
年
十
二
月
を
一
日
延
ば
し
て
大
月
に
し

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
翌
年
の
正
月
朔
日
を
辛
酉
に
変
え
た
の
で
あ
る
（
49
）。
人
為
的

に
暦
を
変
動
さ
せ
た
こ
と
は
、
こ
の
改
元
が
辛
酉
革
命
説
を
意
識
し
た
上
で
の
改
元

で
あ
っ
た
何
よ
り
の
証
拠
で
あ
ろ
う
。

日
本
の
み
な
ら
ず
、
辛
酉
革
命
思
想
の
流
行
は
七
世
紀
か
ら
九
世
紀
ま
で
、
東
ア

ジ
ア
社
会
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
（
50
）。『
革
命
勘
文
』
本
文
の
中
に
、
中

国
の
歴
史
書
物
の
記
載
と
勘
合
し
、
辛
酉
革
命
・
甲
子
革
令
の
徴
験
内
容
を
記
す
こ

と
が
で
き
た
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。
一
例
を
あ
げ
る
と
、
唐
の
高
宗
の
顕
慶
五

（
六
六
〇
）
年
に
、
唐
が
百
済
を
滅
ぼ
し
た
と
い
う
大
事
件
が
あ
り
、
更
に
国
内
の

各
地
に
祥
瑞
の
龍
が
相
次
い
で
現
れ
た
が
、
こ
の
瑞
象
に
従
っ
た
改
元
は
行
わ
れ
ず
、

来
た
る
辛
酉
年
の
顕
慶
六
（
六
六
一
）
年
の
三
月
に
よ
う
や
く
龍
朔
に
改
元
し
た
。

こ
の
度
の
辛
酉
改
元
と
共
に
、
唐
で
は
百
官
諸
司
の
官
称
を
改
定
す
る
な
ど
、
大
規

模
な
政
治
改
革
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
更
に
そ
の
三
年
後
、
龍
朔
三
（
六
六
三
）

年
の
十
二
月
に
、
高
宗
は
「
十
二
月
、
庚
子
、
詔
改
二
来
年
元
一
」
と
詔
し
て
お
り
、

翌
年
の
龍
朔
四（
六
六
四
）年
の
正
月
朔
日
に
、麟
徳
に
改
元
す
る
こ
と
を
予
告
し
た
。

事
前
に
改
元
を
予
告
し
た
の
は
、
唐
代
で
は
唯
一
の
例
で
あ
る
。
孫
英
剛
が
指
摘
し

た
通
り
、
翌
年
の
龍
朔
四
年
は
甲
子
年
で
革
令
革
政
の
年
で
あ
り
、
甲
子
革
令
説
に

従
っ
て
改
元
を
行
う
の
は
当
時
の
政
治
の
な
か
で
重
要
な
こ
と
で
あ
る
（
51
）。

光
仁
・
桓
武
朝
で
は
当
時
の
東
ア
ジ
ア
の
共
通
知
識
で
あ
る
辛
酉
革
命
説
を
積
極

的
に
取
り
入
れ
、
桓
武
の
即
位
を
正
統
化
す
る
た
め
に
、
中
国
の
天
人
感
応
の
観
念

を
年
号
に
盛
り
込
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。
元
々
皇
位
継
承
序
列
か
ら
外
さ
れ
て
い
た
桓

武
に
大
き
な
プ
ラ
ス
効
果
を
与
え
た
の
は
間
違
い
な
い
。

し
か
し
、
桓
武
の
天
皇
と
し
て
の
正
統
性
を
疑
っ
た
人
々
の
声
は
こ
れ
で
す
べ
て

消
失
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
桓
武
の
即
位
に
反
対
す
る
謀
反
や
魘
魅
な
ど
の
ク
ー
デ

タ
ー
が
相
続
い
て
起
き
、
政
治
に
大
き
な
負
の
影
響
を
与
え
た
。

桓
武
の
即
位
か
ら
ま
も
な
く
「
革
命
」
が
起
き
た
。
天
応
元
（
七
八
一
）
年
四
月
、

参
議
藤
原
浜
成
が
太
宰
帥
に
左
遷
さ
れ
、
更
に
六
月
に
は
、「
所
レ
歴
之
職
、
善
政
無
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レ
聞
」
と
い
う
理
由
で
員
外
帥
か
ら
外
さ
れ
た
。
浜
成
は
過
去
、大
蔵
少
輔
・
大
判
事
・

民
部
大
輔
・
大
蔵
卿
・
刑
部
卿
な
ど
を
歴
任
し
、
所
見
の
と
こ
ろ
彼
の
政
績
に
悪
評

は
見
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
桓
武
が
即
位
し
た
直
後
彼
を
昇
叙
せ
ず
、
す
ぐ
左
遷
さ
せ
た

の
か
深
く
疑
問
に
感
じ
る
。
こ
こ
で
『
水
鏡
』
に
記
載
さ
れ
た
光
仁
が
太
子
を
選
定

す
る
際
の
浜
成
の
言
行
が
想
起
さ
せ
る
。
前
章
の
最
後
に
触
れ
た
よ
う
に
、『
水
鏡
』

の
記
載
が
事
実
で
あ
れ
ば
、
浜
成
は
桓
武
の
立
太
子
に
強
く
反
対
し
た
者
で
あ
る
。

こ
の
報
復
に
も
見
え
る
人
事
変
動
は
浜
成
の
政
治
的
立
場
に
は
無
関
係
で
は
な
か

ろ
う
。

そ
し
て
半
年
後
、
浜
成
の
左
遷
に
続
い
て
朝
政
に
か
か
わ
る
大
き
な
事
件
が
発
生

し
た
。
天
応
元
（
七
八
一
）
年
十
二
月
に
光
仁
上
皇
が
崩
御
し
、翌
年
の
延
暦
元
（
天

応
二
年
・
七
八
二
）
年
閏
正
月
十
日
、
因
幡
守
氷
上
川
継
の
謀
反
が
発
覚
し
た
の
で

あ
る
（
52
）。
十
日
の
夜
に
、
川
継
の
資
人
大
和
乙
人
が
兵
を
帯
び
て
宮
城
に
進
入
し

た
が
、
そ
の
場
で
逮
捕
し
訊
問
し
た
と
こ
ろ
、
彼
は
川
継
の
謀
反
を
白
状
し
た
。
そ

の
白
状
に
よ
る
と
、
川
継
の
狙
い
は
朝
廷
を
傾
覆
し
桓
武
を
打
倒
す
る
こ
と
に
あ
る

と
い
う
。
共
犯
者
は
資
人
の
大
和
乙
人
以
外
に
、
宇
治
王
の
名
前
も
挙
げ
ら
れ
た
。

事
件
の
三
日
後
、
逃
走
し
た
川
継
は
大
和
国
葛
上
郡
で
捕
ま
え
ら
れ
、
死
罪
を
免
じ

て
妻
の
法
壱
と
共
に
伊
豆
国
に
配
流
さ
れ
た
（
53
）。
氷
上
川
継
は
塩
焼
王
と
不
破
内

親
王
の
次
男
で
あ
り
、
他
戸
が
亡
く
な
っ
た
後
、
天
武
の
血
統
に
も
っ
と
も
近
い
男

子
で
あ
る
。
不
破
内
親
王
と
川
継
の
姉
妹
は
事
件
に
連
坐
し
て
淡
路
国
に
配
流
さ
れ

た
。
同
月
十
八
日
条
（
54
）
に
「
員
外
帥
藤
原
朝
臣
浜
成
之
女
、
為
二
川
継
妻
一
、
男

為
二
支
党
一
。
因
レ
茲
、
解
‐二
却
浜
成
所
レ
帯
参
議
并
侍
従
一
。
但
員
外
帥
如
レ
故
」
と

見
え
る
よ
う
に
、
娘
を
川
継
に
嫁
が
せ
た
た
め
、
連
坐
の
関
係
で
浜
成
と
そ
の
息
子

の
継
彦
も
一
緒
に
処
分
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
ま
た
同
十
八
日
条
の
最
後
に
、
川
継

同
党
の
山
上
船
主
・
三
方
王
も
こ
の
謀
反
に
加
担
し
た
こ
と
が
発
覚
し
、
そ
れ
ぞ
れ

隠
岐
介
と
日
向
介
に
左
遷
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
事
件
の
関
係
で
配
流
、

左
遷
、
も
し
く
は
一
時
解
任
さ
れ
た
人
は
合
わ
せ
て
三
十
五
人
に
の
ぼ
り
、
事
件
の

影
響
は
、
大
伴
家
持
や
坂
上
苅
田
麻
呂
を
は
じ
め
と
し
た
多
く
の
朝
政
関
係
者
に

も
及
ん
で
い
た
。
更
に
三
ヶ
月
後
に
、
左
遷
さ
れ
た
与
党
の
三
方
王
・
山
上
船
主
弓

削
女
王
等
は
桓
武
を
呪
詛
し
た
こ
と
が
発
覚
し
、
重
罪
に
問
わ
れ
た
（
55
）。
従
来
、

こ
の
一
連
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
川
継
が
謀
反
を
計
画
し
た
の
は
事
実
と
す
る
見
解

と
、
式
家
が
京
家
を
排
除
す
る
た
め
の
仕
組
み
と
す
る
見
解
に
意
見
が
分
か
れ
て
い

る
。
中
西
康
裕
は
「
川
継
事
件
は
聖
武
の
血
統
を
引
く
唯
一
の
男
子
を
放
逐
す
る
た

め
の
も
の
」
と
論
じ
、
筆
者
も
こ
の
粛
清
説
に
同
意
す
る
が
、
た
だ
し
事
件
を
起
こ

し
た
動
機
は
、
前
年
浜
成
が
左
遷
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
政
界
の
後
立
て
を
失
っ
た

川
継
が
光
仁
の
喪
中
の
隙
を
狙
っ
て
謀
反
を
企
て
た
の
で
は
な
い
か
（
56
）。

「
氷
上
川
継
の
乱
」
と
呼
ば
れ
た
こ
の
謀
反
事
件
は
事
前
に
発
覚
し
、
影
響
は
最

小
限
に
抑
え
ら
れ
た
が
、
初
期
桓
武
政
権
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
て
し
ま
っ
た
。
実

は
伊
豆
国
に
流
さ
れ
た
川
継
は
、
こ
の
二
十
四
年
後
に
再
び
京
に
戻
さ
れ
た
。
桓
武

の
最
晩
年
に
は
、
か
つ
て
粛
清
さ
れ
た
人
々
を
赦
免
す
る
動
き
が
あ
っ
て
、
川
継
も

そ
の
時
に
赦
免
さ
れ
た
ひ
と
り
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
一
連
の
政
治
事
件
の
背

景
に
は
、
即
位
し
た
ば
か
り
の
桓
武
が
専
制
体
制
を
固
め
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
初
期
桓
武
政
権
に
反
対
す
る
人
々
が
相
次
い

で
罪
に
問
わ
れ
、
政
権
の
中
心
か
ら
追
放
さ
れ
た
。

第
二
節
　
長
岡
遷
都
と
政
治
動
向

川
継
等
の
ク
ー
デ
タ
ー
を
解
決
し
た
直
後
、
桓
武
は
平
城
京
か
ら
離
れ
て
新
し
い

都
に
遷
る
計
画
を
図
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
長
岡
村
の
地
に
遷
都
す
る
意
を
公

表
し
た
の
は
、
二
年
後
の
延
暦
三
（
七
八
四
）
年
五
月
で
あ
る
。
当
然
、
遷
都
を
公

表
す
る
条
件
を
備
え
る
ま
で
に
は
時
間
が
か
か
る
が
、
こ
れ
ま
で
長
年
の
間
に
都
が

置
か
れ
た
地
域
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
時
機
を
考
え
る
必
要
も
あ
ろ
う
。
先

節
は
緯
説
に
お
け
る
辛
酉
革
命
の
重
要
性
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
続
く
長
岡
遷

都
の
延
暦
三
（
七
八
四
）
年
は
「
革
令
」
を
起
こ
す
べ
き
甲
子
の
年
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
年
の
十
一
月
一
日
は
「
朔
旦
冬
至
」
で
あ
り
、『
続
日
本
紀
』
の
同
日
に
み
え
る

桓
武
の
勅
に
は
、「
十
一
月
朔
旦
冬
至
者
、
是
歴
代
之
希
遇
（
略
））」
と
あ
り
、
こ
の
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日
を
盛
大
に
祝
う
べ
く
賀
宴
を
開
催
し
た
の
で
あ
る
。「
朔
旦
冬
至
」
と
は
、
十
一

月
の
朔
日
と
冬
至
が
重
な
る
日
の
こ
と
で
、
隋
唐
二
代
で
は
「
朔
旦
冬
至
」
は
重
要

な
祥
瑞
と
見
な
さ
れ
、
こ
れ
は
「
聖
王
の
出
世
」
を
象
徴
す
る
良
き
日
で
あ
る
（
57
）。

桓
武
は
「
朔
旦
冬
至
」
の
十
日
後
の
同
月
十
一
日
に
長
岡
宮
に
移
幸
し
て
お
り
、
こ

れ
は
実
質
的
に
長
岡
宮
に
遷
都
し
た
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
辛
酉
革
命
を
意
識

し
た
桓
武
は
「
聖
王
の
祥
瑞
」
を
積
極
的
に
打
ち
出
し
、「
甲
子
革
令
」
の
年
に
長

岡
遷
都
の
宣
言
を
狙
っ
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。

か
つ
て
瀧
川
政
次
郎
も
こ
の
遷
都
の
本
意
を
革
命
思
想
に
求
め
、
光
仁
の
即
位
に

よ
っ
て
皇
統
が
天
武
系
か
ら
天
智
系
へ
と
代
わ
る
こ
と
で
新
王
朝
が
成
立
し
、
桓
武

は
「
新
王
朝
」
に
相
応
し
い
新
都
を
創
始
す
る
た
め
に
、
水
陸
交
通
の
便
が
あ
る
長

岡
の
地
を
選
ん
だ
と
指
摘
し
た
（
58
）。
そ
の
後
の
幾
つ
か
の
論
説
も
瀧
川
説
を
発
展

さ
せ
た
も
の
で
あ
る
（
59
）。
ま
た
笹
山
晴
生
は
、
長
岡
京
の
南
に
位
置
す
る
河
内
の

交
野
の
地
は
百
済
王
氏
の
本
拠
地
で
あ
り
、
平
安
京
が
造
ら
れ
た
葛
野
の
地
は
秦
氏

の
本
拠
地
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
、
渡
来
系
氏
族
の
母
を
持
つ
桓
武
に
と
っ
て
渡

来
氏
族
と
関
係
の
深
い
地
に
新
都
を
置
く
こ
と
は
桓
武
に
と
っ
て
大
き
な
意
義
が
あ

る
と
論
じ
た
（
60
）。
し
か
し
、
諸
説
に
お
け
る
「
新
王
朝
」
の
定
義
に
は
や
や
疑
問

を
感
じ
ざ
る
を
得
ず
、
筆
者
は
、
や
は
り
仁
藤
敦
史
が
提
示
し
た
「
歴
代
遷
宮
」
の

慣
例
の
延
長
線
と
し
て
の
考
え
に
賛
成
す
る
（
59
）。
桓
武
は
「
歴
代
遷
宮
」
と
い
う

故
実
を
意
識
し
た
上
で
遷
都
を
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
桓
武
の
狙

い
は
、「
遷
宮
（
都
）
に
よ
っ
て
朝
廷
が
一
新
し
、
新
天
皇
は
始
祖
神
か
ら
霊
威
を

受
け
継
ぐ
（
60
）」
と
い
う
古
代
の
皇
位
継
承
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
自
己
の
正
統
性
を
主

張
す
る
こ
と
に
あ
ろ
う
。「
歴
代
遷
宮
」
と
い
う
意
識
が
桓
武
朝
に
ま
だ
存
在
し
て

い
た
理
由
と
し
て
、
以
下
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
長
岡
に
遷
都
が
決
ま
っ

た
際
、藤
原
・
平
城
京
の
遷
都
と
同
じ
よ
う
に
神
社
へ
の
奉
幣
を
行
い
（
た
だ
し
藤
原
・

平
城
は
伊
勢
神
宮
に
奉
幣
し
た
こ
と
に
対
し
、
長
岡
は
賀
茂
大
神
社
の
み
奉
幣
し

た
）、
遷
都
の
こ
と
を
報
告
し
た
（
61
）。
ま
た
大
同
元
（
八
〇
六
）
年
七
月
、
平
城

天
皇
が
即
位
し
た
三
ヶ
月
後
、
臣
下
が
「
国
家
恒
例
、
就
レ
吉
之
後
、
遷
‐二
御
新
宮
一
」

と
上
表
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
少
な
く
と
も
平
城
が
即
位
す
る
時
点
ま
で
、「
歴

代
遷
宮
」
と
い
う
意
識
は
ま
だ
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
61
）。

即
位
し
て
か
ら
政
治
の
不
穏
が
続
く
中
、
延
暦
元
（
七
八
二
）
年
四
月
、
桓
武
天

皇
は
「
宮
室
堪
レ
居
、
服
翫
足
レ
用
」
と
い
う
理
由
で
造
宮
省
・
勅
旨
省
な
ど
京
の
造

営
に
密
接
に
関
わ
る
官
司
を
廃
止
し
た
。
こ
の
動
き
は
平
城
京
を
廃
棄
し
て
遷
都
す

る
こ
と
の
兆
候
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
遷
都
の
準
備
を
す
る
た
め
の
人
事
の
変

動
も
み
ら
れ
る
。
の
ち
に
長
岡
遷
都
に
関
わ
る
佐
伯
今
毛
人
に
従
三
位
を
授
け
、
和

気
清
麻
呂
を
摂
津
大
夫
に
着
任
さ
せ
る
な
ど
、
長
岡
遷
都
の
準
備
は
早
く
も
延
暦
元

年
か
ら
そ
の
徴
兆
が
伺
わ
れ
る
（
62
）。

桓
武
自
身
も
積
極
的
に
こ
の
遷
都
を
準
備
し
た
。
延
暦
二
（
七
八
三
）
年
十
月
、

桓
武
は
行
幸
・
遊
猟
と
い
う
口
実
で
河
内
国
の
交
野
に
五
日
間
滞
在
し
て
い
る
が
（
63
）、

そ
の
目
的
が
遷
都
の
選
定
地
を
視
察
す
る
た
め
で
あ
る
こ
と
は
先
学
が
指
摘
し
た
通

り
で
あ
る
。
史
料
上
明
確
に
遷
都
の
準
備
が
見
え
始
め
た
の
は
、
二
年
後
の
延
暦
三

（
七
八
四
）
年
五
月
の
条
で
あ
り
、
遷
都
の
た
め
に
中
納
言
藤
原
小
黒
麻
呂
、
藤
原

種
継
、
左
大
弁
佐
伯
今
毛
人
を
は
じ
め
と
す
る
使
者
を
山
背
国
長
岡
村
の
地
に
派
遣

し
視
察
さ
せ
て
い
る
。
六
月
に
は
数
十
人
の
造
長
岡
宮
使
が
任
命
さ
れ
、
正
史
上
に

み
え
る
長
岡
宮
の
造
営
が
こ
の
時
期
か
ら
始
ま
っ
た
（
64
）。
同
年
六
・
七
月
の
史
料

に
は
造
営
に
関
わ
る
調
庸
・
資
材
を
各
国
に
分
担
さ
せ
、
京
外
へ
と
つ
な
ぐ
重
要
な

交
通
施
設
の
山
崎
橋
を
作
る
材
木
を
進
上
さ
せ
た
記
事
が
見
え
る
。
新
都
造
営
は
驚

き
の
ス
ピ
ー
ド
で
進
め
ら
れ
、
わ
ず
か
五
ヶ
月
後
の
十
一
月
、
桓
武
は
長
岡
宮
へ
遷

御
し
、
遷
都
相
地
か
ら
わ
ず
か
半
年
で
大
極
殿
を
完
成
さ
せ
、
翌
年
の
延
暦
四

（
七
八
五
）
年
の
正
月
は
新
都
の
大
極
殿
で
朝
賀
を
受
け
て
い
る
。
ク
ー
デ
タ
ー
多

発
の
平
城
京
か
ら
一
刻
も
早
く
離
れ
る
べ
く
、
ス
ピ
ー
ド
重
視
で
造
営
を
急
い
だ
と

見
ら
れ
る
。

発
掘
調
査
に
よ
っ
て
長
岡
宮
の
大
規
模
な
宮
室
造
営
は
前
後
二
期
に
分
け
て
計
画

的
に
実
施
さ
れ
（
65
）、
内
裏
と
大
極
殿
は
後
期
難
波
宮
か
ら
移
建
し
た
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
延
暦
三
年
か
ら
五
年
の
段
階
で
は
、
長
岡
宮
の
造
営
は
宮
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城
の
な
か
で
も
っ
と
も
重
要
な
部
分
―
内
裏
・
大
極
殿
・
朝
堂
院
を
優
先
し
て
工
事

に
着
手
し
た
。
新
宮
の
造
営
時
間
を
短
縮
す
る
た
め
に
難
波
宮
の
中
枢
部
分
を
解
体

し
、淀
川
水
系
を
利
用
し
て
資
材
を
長
岡
に
運
び
、長
岡
宮
内
に
移
築
し
た
。
そ
の
後
、

延
暦
七
年
か
ら
延
暦
十
年
ま
で
の
間
、
史
料
上
で
も
長
岡
京
の
造
営
は
継
続
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
66
）。
こ
れ
ま
で
の
条
坊
制
都
城
と
同
じ
よ
う
に
、
長
岡

京
の
造
営
プ
ラ
ン
を
設
計
し
た
当
初
に
も
条
坊
は
設
計
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

し
か
し
地
形
か
ら
み
れ
ば
長
岡
村
は
南
北
方
向
の
丘
陵
の
南
裾
部
に
位
置
す
る
の

で
、
そ
の
高
地
の
上
に
宮
室
を
作
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
京
域
の

範
囲
や
諸
司
の
配
置
は
地
形
条
件
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
た
め
、
設
計
さ
れ
た
条
坊

プ
ラ
ン
の
施
行
は
容
易
で
は
な
く
、
膨
大
な
費
用
と
人
力
が
必
要
と
な
る
。
の
ち
の

和
気
清
麻
呂
の
薨
伝
に
「
長
岡
新
都
、
経
二
十
載
一
未
レ
成
レ
功
、
費
不
レ
可
二
勝
計
一
」

と
あ
る
よ
う
に
、
長
年
に
渡
っ
て
地
形
な
ど
の
自
然
問
題
を
克
服
で
き
ず
に
造
営
計

画
が
頓
挫
し
、
膨
大
な
費
用
が
掛
か
っ
た
た
め
、
結
果
と
し
て
桓
武
は
次
の
平
安
京

遷
都
に
決
意
し
た
の
だ
ろ
う
。。

「
甲
子
革
令
」
と
「
朔
旦
冬
至
」
を
狙
っ
た
桓
武
の
意
図
を
理
解
す
る
こ
と
は
さ

ほ
ど
難
し
く
な
い
。
し
か
し
長
年
平
城
京
に
居
る
旧
勢
力
の
貴
族
た
ち
は
、
国
家
の

中
心
で
あ
る
宮
都
を
大
和
国
か
ら
山
背
国
に
遷
す
行
為
に
不
満
を
積
ら
せ
た
。
長
岡

京
造
営
の
最
中
、
桓
武
天
皇
の
腹
心
で
あ
る
造
長
岡
宮
使
藤
原
種
継
が
暗
殺
さ
れ
る

事
件
は
発
生
し
た
。
こ
の
年
、
酒
人
内
親
王
の
娘
の
朝
原
内
親
王
が
伊
勢
斎
宮
に
決

め
ら
れ
、
伊
勢
に
下
降
す
る
朝
原
内
親
王
を
見
送
る
た
め
に
桓
武
が
平
城
京
に
行
幸

し
た
。
し
か
し
延
暦
四
（
七
八
五
）
年
九
月
乙
卯
（
二
十
三
日
）
の
夜
に
、
長
岡
京

に
留
守
し
て
い
た
藤
原
種
継
が
突
然
、
賊
に
襲
わ
れ
て
射
殺
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
事
件
に
つ
い
て
、
現
存
す
る
『
続
日
本
紀
』
と
『
続
日
本
紀
』
の
条
文
を
引
用
し

た
『
日
本
紀
略
』
の
記
載
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
現
存
の
『
続
日
本
紀
』
は
編

纂
完
成
の
後
、
桓
武
は
早
良
親
王
の
怨
霊
を
恐
れ
て
種
継
暗
殺
事
件
に
関
し
た
記
載

の
大
半
を
原
本
か
ら
削
除
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
『
日
本
紀
略
』
の
記
載
は
当

時
に
残
し
た
原
本
か
ら
抄
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
事
件
の
詳
細
や
暗
殺
に
及
ん

だ
経
過
な
ど
に
つ
い
て
詳
し
く
記
載
さ
れ
て
い
る
（
67
）。

『
日
本
紀
略
』
延
暦
四
（
七
八
五
）
年
九
月
丙
辰
（
二
十
四
日
）
条
の
記
事
に
よ

れ
ば
、
二
十
三
日
の
夜
、
藤
原
種
継
が
賊
の
近
衛
伯
耆
桴
麿
と
中
衛
牡
鹿
木
積
麿
の

二
人
に
狙
わ
れ
て
射
殺
さ
れ
た
。
事
件
が
起
き
た
翌
日
、
桓
武
は
平
城
か
ら
長
岡
に

戻
り
、
す
ぐ
さ
ま
事
件
に
関
与
し
て
い
た
犯
人
の
大
伴
継
人
、
大
伴
竹
良
合
わ
せ
て

数
十
人
の
関
与
者
を
捕
ま
え
た
。
訊
問
を
進
め
る
と
、
春
宮
坊
官
人
が
事
件
に
関
与

し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、
故
春
宮
大
夫
大
伴
家
持
が
大
伴
・
佐
伯
両
氏
の
力
を
合

わ
せ
て
種
継
を
殺
害
す
る
計
画
を
謀
っ
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
、

供
述
さ
れ
た
内
容
よ
り
、
こ
の
計
画
は
す
で
に
皇
太
子
に
報
告
済
で
あ
る
こ
と
が
分

か
り
、
早
良
親
王
も
暗
殺
事
件
に
関
与
し
て
い
る
と
疑
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

事
件
発
生
後
、
早
良
親
王
は
廃
太
子
さ
れ
て
淡
路
へ
配
流
さ
れ
る
途
中
で
死
没
し
、

ほ
か
事
件
に
直
接
に
関
係
し
た
者
等
も
そ
れ
ぞ
れ
罪
に
問
わ
れ
た
。
こ
の
う
ち
特
に

留
意
す
べ
き
な
の
は
、
五
百
枝
王
も
こ
の
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
て
、
伊
予
国
に
配
流

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
五
百
枝
王
は
、
桓
武
の
姉
能
登
内
親
王
と
市
原
王
の
子

で
あ
り
、
長
屋
王
と
吉
備
内
親
王
の
子
供
と
同
じ
よ
う
に
二
世
王
待
遇
を
特
別
に
許

さ
れ
、
皇
位
継
承
の
可
能
性
が
十
分
に
あ
る
人
物
で
あ
る
。
早
良
を
皇
太
子
に
立
て

た
の
は
光
仁
の
意
志
で
あ
り
（
73
）、
桓
武
は
光
仁
の
意
志
に
逆
ら
う
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
結
果
と
し
て
早
良
親
王
と
五
百
枝
王
が
皇
位
継
承
の
資
格
を
失
っ
た
こ
と

か
ら
す
る
と
、
西
本
昌
弘
が
提
示
し
た
よ
う
に
、
こ
の
事
件
の
背
景
に
は
皇
位
継
承

を
め
ぐ
る
早
良
と
安
殿
と
の
対
立
が
あ
っ
た
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
（
74
）。

延
暦
四
（
七
八
五
）
年
十
一
月
、
早
良
親
王
の
死
没
か
ら
わ
ず
か
一
ヶ
月
後
に
、

長
岡
京
の
西
南
郊
外
で
日
本
史
上
は
じ
め
て
の
郊
祀
が
行
わ
れ
た
。
さ
ら
に
そ
の

一
ヶ
月
後
に
桓
武
の
長
男
安
殿
親
王
が
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
た
。
同
母
弟
の
皇
太
子

早
良
親
王
と
特
別
に
二
世
王
の
待
遇
を
授
け
た
甥
の
五
百
枝
王
の
二
人
が
皇
統
継
承

序
列
か
ら
消
え
去
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
安
殿
親
王
の
立
太
子
へ
の
道
が
開
け
た
の

で
あ
る
。
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第
三
章　

桓
武
直
系
の
確
立
と
創
出

第
一
節
　
郊
祀
に
お
け
る
桓
武
直
系
皇
統
の
確
立

前
章
で
は
光
仁
・
桓
武
朝
に
お
け
る
革
命（
天
命
）思
想
の
実
践
に
つ
い
て
触
れ
た
。

緯
説
に
唱
え
る
革
命
（
天
命
）
思
想
は
、
古
代
中
国
の
複
雑
な
政
治
思
想
と
環
境
と

い
う
土
壌
か
ら
芽
生
え
た
も
の
で
あ
る
。
天
命
思
想
の
論
理
は
、帝
王
の
統
治
に
よ
っ

て
天
が
判
断
を
下
し
、
良
き
行
い
を
す
れ
ば
祥
瑞
を
降
下
す
る
。
逆
に
悪
き
行
い
を

し
た
ら
天
が
災
い
を
下
す
と
い
う
極
め
て
単
純
明
快
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
は
天
人

相
関
（
感
応
）
説
と
も
い
う
。

長
岡
遷
都
翌
年
の
延
暦
四
年
十
一
月
、
桓
武
は
長
岡
京
の
南
郊
に
位
置
す
る
交
野

の
地
で
天
神
を
祀
っ
た
。
郊
祀
と
は
古
代
中
国
に
お
い
て
も
っ
と
も
重
要
な
国
家
祭

祀
の
一
つ
で
あ
り
、
古
代
日
本
で
は
古
く
か
ら
『
日
本
書
紀
』
神
武
天
皇
四
年
春
三

月
に
、
皇
祖
天
神
を
郊
祀
し
て
大
考
を
申
し
の
べ
た
と
い
う
伝
承
が
あ
る
が
、
こ
れ

は
国
史
が
編
纂
さ
れ
た
奈
良
時
代
に
中
国
風
の
祭
祀
の
記
事
を
付
け
加
え
た
も
の
と

見
ら
れ
る
。
史
料
上
に
お
け
る
郊
祀
の
実
施
は
、
確
認
で
き
る
の
は
桓
武
朝
の
延
暦

四
（
七
八
五
）
年
と
六
年
、
文
徳
朝
の
斉
衡
三
（
八
五
六
）
年
三
回
の
み
で
あ
る
。

天
子
が
都
城
の
南
郊
に
於
い
て
円
丘
祭
壇
を
設
け
、
冬
至
の
日
に
昊
天
上
帝
を
祀

る
祭
祀
を
郊
祀
と
呼
ぶ
。
こ
れ
は
中
国
の
周
代
か
ら
清
代
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
の
王
朝

で
行
わ
れ
た
伝
統
的
な
国
家
祭
祀
で
あ
る
。
日
本
に
と
っ
て
郊
祀
は
外
来
の
祭
祀
で

あ
る
が
、
早
く
も
奈
良
時
代
に
お
い
て
正
月
上
辛
祈
穀
（
75
）
と
冬
至
儀
礼
の
知
識
が

も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
76
）。

日
本
の
郊
祀
研
究
に
つ
い
て
、
早
く
狩
野
直
喜
が
日
本
の
祭
文
と
唐
の
祝
文
の
比

較
を
行
っ
た
。
そ
の
研
究
に
よ
る
と
、
桓
武
天
皇
が
光
仁
天
皇
を
配
主
と
し
た
こ
と

は
、
唐
制
の
明
堂
に
お
け
る
昊
天
上
帝
の
祭
に
天
子
の
先
考
を
配
す
る
こ
と
に
相
当

し
、
ま
た
文
徳
天
皇
の
祭
天
が
光
仁
を
配
主
と
し
た
こ
と
も
桓
武
の
故
実
を
踏
襲
し

た
も
の
で
あ
る
（
77
）。
し
か
し
中
国
の
郊
祀
制
度
を
学
ぶ
こ
と
は
日
本
の
固
有
観
念

と
矛
盾
す
る
た
め
全
く
無
意
味
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
後
行
わ
れ
な
く
な
っ

た
と
狩
野
直
喜
は
結
論
づ
け
た
。
ま
た
、
瀧
川
政
次
郎
は
唐
制
で
は
太
祖
も
し
く
は

高
宗
の
霊
を
配
祀
す
る
が
、
桓
武
が
そ
れ
を
意
図
的
に
変
更
し
て
光
仁
の
霊
を
配
祀

し
た
こ
と
を
理
由
に
、
皇
統
が
天
武
系
か
ら
天
智
系
へ
と
移
行
し
た
桓
武
を
新
王
朝

の
始
祖
と
し
て
捉
え
る
見
解
を
提
示
し
た
（
78
）。
桓
武
が
長
岡
に
遷
都
し
た
翌
年
に

郊
祀
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
林
陸
朗
は
長
岡
京
と
交
野
の
地
理
的
要
素
を
分

析
し
、
交
野
に
置
か
れ
た
郊
祀
の
祭
壇
は
桓
武
朝
政
権
に
と
っ
て
正
統
性
を
示
す
重

要
な
場
所
と
指
摘
し
た
（
79
）。

本
稿
で
は
延
暦
年
間
二
度
行
わ
れ
た
郊
祀
の
実
施
の
詳
細
を
み
な
が
ら
問
題
点
を

提
示
し
、
特
に
こ
れ
ま
で
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
延
暦
四
年
の
郊
祀
に
つ
い
て
分
析
を

加
え
て
い
き
た
い
。

日
本
史
上
初
め
て
実
施
さ
れ
た
延
暦
四
年
の
郊
祀
に
つ
い
て
の
『
続
日
本
紀
』
の

記
載
（
Ａ
）
で
は
、
祭
祀
の
内
容
は
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
延
暦
六

年
郊
祀
の
祭
文
（
Ｂ
）
は
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
延
暦
四
年
の
郊
祀

の
記
事
は
一
行
の
み
で
あ
る
。

（
Ａ
）
延
暦
四
年
（
七
八
五
）
十
一
月
壬
寅
（
十
日
）
条

「
祀
二
天
神
於
交
野
柏
原
一
、
賽
二
宿
祷
一
也
。」

（
Ｂ
）
延
暦
六
年
（
七
八
七
）
十
一
月
甲
寅
（
五
日
）
条

「
祀
二
天
神
於
交
野
一
。
其
祭
文
曰
、
維
延
暦
六
年
歳
次
二
丁
卯
一
十
一
月
庚
戌
朔

甲
寅
。
嗣
天
子
臣
謹
遣
二
従
二
位
行
大
納
言
兼
民
部
卿
造
東
大
寺
司
長
官
藤
原

朝
臣
継
縄
一
、敢
昭
告
二
于
昊
天
上
帝
一
。
臣
、恭
膺
二
睠
命
一
、嗣
‐二
守
鴻
基
一
。（
中

略
）
高
紹
天
皇
配
神
作
主
、
尚
饗
。
又
曰
、
維
延
暦
六
年
歳
次
二
丁
卯
一
十
一
月

庚
戌
朔
甲
寅
。
孝
子
皇
帝
臣
諱
謹
遣
二
従
二
位
行
大
納
言
兼
民
部
卿
造
東
大
寺

司
長
官
藤
原
朝
臣
継
縄
一
、
敢
昭
告
二
于
高
紹
天
皇
。（
中
略
）
用
致
二
燔
祀
于
昊

天
上
帝
一
。
高
紹
天
皇
、
慶
流
二
長
発
一
、
徳
冠
二
思
文
一
。
對
越
昭
升
、
永
言
配

レ
命
。
謹
以
制
二
幣
・
犧
齊
・
粢
盛
庶
品
一
、
式
陳
二
明
薦
一
、
侑
神
作
主
、
尚
饗
。」

こ
の
二
件
の
郊
祀
記
事
を
比
較
し
て
ま
ず
気
付
く
の
は
、
延
暦
四
年
記
事
に
み
え
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る
「
賽
宿
祷
」
の
言
葉
は
六
年
の
記
事
に
見
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。

「
賽
宿
祷
」
と
は
、
祈
願
が
成
就
し
た
こ
と
に
対
し
て
神
仏
に
感
謝
す
る
こ
と
で

あ
る
。
清
水
み
き
は
こ
の
「
宿
祷
」
に
つ
い
て
、「
即
位
で
は
な
く
遷
都
に
他
な
ら
ず
、

そ
の
実
現
を
早
速
に
天
帝
に
謝
し
た
」
と
推
測
し
た
（
80
）。
し
か
し
筆
者
は
そ
の
解

釈
に
疑
問
を
感
じ
、
改
め
て
『
続
日
本
紀
』
に
み
え
る
「
宿
祷
」
の
用
例
を
す
べ
て

抽
出
し
て
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
が
以
下
で
あ
る
。

①
天
平
十
三
（
七
四
一
）
年
閏
三
月
甲
戌
（
二
十
四
日
）
条

「
奉
二
八
幡
神
宮
秘
錦
冠
一
頭
、
金
字
最
勝
王
経
、
法
華
経
各
一
部
、
度
者
十
人
、

封
戸
、
馬
五
疋
一
。
又
令
レ
造
二
三
重
塔
一
区
一
。
賽
二
宿
祷
一
也
。」（
前
年
天
平

十
二
（
七
四
〇
）
年
十
月
壬
戌
（
九
日
）「
詔
二
大
将
軍
東
人
一
、
令
レ
祈
‐二
請
八

幡
神
一
焉
」
が
み
え
る
た
め
、
八
幡
神
に
広
嗣
の
乱
の
勝
利
を
祈
願
し
た
と
思

わ
れ
る
）

②
天
平
宝
字
七
（
七
六
三
）
年
八
月
壬
午
（
十
二
日
）
条

「
初
遣
二
高
麗
国
一
舶
、
名
曰
二
能
登
一
。
帰
朝
之
日
、
風
波
暴
急
、
漂
‐二
蕩
海
中
一
。

祈
曰
、
幸
頼
二
船
霊
一
、
平
安
到
レ
国
。
必
請
二
朝
庭
一
、
酬
以
二
錦
冠
一
。
至
レ
是
、

縁
二
於
宿
祷
一
。
授
二
従
五
位
下
一
、其
冠
製
、錦
レ
表
絁
レ
裏
、以
二
紫
組
一
為
レ
纓
。」

③
天
平
宝
字
八
（
七
六
四
）
年
十
一
月
癸
丑
（
二
十
日
）
条

「
遣
レ
使
奉
二
幣
於
近
江
国
名
神
社
一
。
先
レ
是
、
仲
麻
呂
之
走
‐二
據
近
江
一
也
、

朝
庭
遥
望
、
祷
‐二
請
国
神
一
、
而
莫
レ
出
二
境
内
一
。
即
伏
二
其
誅
一
、
所
‐三
以
賽
二

宿
祷
一
也
。」

④
宝
亀
九
（
七
七
八
）
年
十
月
丁
酉
（
二
十
五
日
）
条

「
皇
太
子
向
二
伊
勢
一
。
先
レ
是
、
皇
太
子
寢
疾
久
不
二
平
復
一
。
至
レ
是
、
親
拜
二

神
宮
一
、
所
‐三
以
賽
二
宿
祷
一
也
。」

『
続
日
本
紀
』
に
み
え
る
「
宿
祷
」
は
以
上
の
四
例
の
み
で
あ
る
。
時
代
分
布
は

天
平
年
間
か
ら
宝
亀
九
年
ま
で
、
時
期
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
祈

願
内
容
に
つ
い
て
は
、
戦
乱
の
勝
利
を
祷
る
こ
と
（「
広
嗣
の
乱
」、「
仲
麻
呂
の
乱
」）

や
航
海
安
全
、
病
気
回
復
な
ど
実
に
さ
ま
ざ
ま
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
し

て
史
料
上
で
は
祈
願
成
就
し
た
後
神
に
感
謝
す
る
意
を
表
す
際
、「
賽
宿
祷
」
や
「
縁

於
宿
祷
」
の
言
葉
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
特
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
、『
続
日
本
紀
』
に
み
え
る
上
記
の
四
例
は
、
い
ず
れ
も
日
本
在
来
神
祇
の
霊
験
に

よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
続
日
本
紀
』
の
場
合
、「
宿
祷
」
は
日

本
在
来
の
神
祇
信
仰
に
お
け
る
祈
願
の
特
殊
な
表
現
と
し
て
捉
え
た
ほ
う
が
妥
当
で

あ
り
、
そ
の
祈
願
の
対
象
が
外
来
神
た
る
昊
天
上
帝
で
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
（
80
）。

中
国
の
郊
祀
制
度
を
導
入
し
た
ひ
と
つ
の
根
拠
と
し
て
、
桓
武
の
中
国
嗜
好
に
求

め
た
い
。
緯
説
に
基
づ
い
た
改
元
や
遷
都
は
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
近
年
、
長
岡
宮
跡

で
楼
閣
建
物
の
門
闕
遺
構
が
初
め
て
確
認
で
き
た
（
81
）。
元
号
・
都
城
は
皇
権
の
象

徴
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
桓
武
は
積
極
的
に
中
国
の
都
城
王
権
形
態
を
意
識
し
、

自
己
の
王
権
正
統
性
を
具
現
化
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

桓
武
の
任
官
経
歴
の
な
か
で
、
称
徳
朝
で
大
学
頭
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
に
も
留
意

す
る
必
要
が
あ
る
。
大
学
寮
の
長
官
を
務
め
た
桓
武
の
仕
事
は
、学
生
の
選
抜
・
試
験
、

そ
し
て
年
に
二
度
の
釈
奠
を
掌
る
こ
と
で
あ
る
（
82
）。
も
ち
ろ
ん
大
学
寮
で
学
ぶ
知

識
に
対
す
る
理
解
が
な
い
と
こ
の
仕
事
が
で
き
な
い
。
神
護
景
雲
元
（
七
六
七
）
年

二
月
七
日
、
称
徳
天
皇
が
大
学
寮
に
訪
れ
て
釈
奠
に
親
臨
し
た
。
こ
の
頃
の
大
学
頭

は
山
部
（
桓
武
）
で
あ
る
。
釈
奠
と
は
聖
人
孔
子
と
弟
子
を
祀
る
祭
祀
で
、
大
学
寮

で
は
一
番
重
要
な
年
中
行
事
で
あ
り
、『
礼
記
』
文
王
世
子
篇
に
は
「
凡
学
、
春
官

釈
二
奠
于
其
先
師
一
、
秋
冬
亦
如
レ
之
。
凡
始
立
レ
学
者
、
必
釈
二
奠
于
先
聖
先
師
一
」

と
あ
る
（
83
）。
吉
備
真
備
の
薨
伝
に
よ
れ
ば
、
日
本
に
お
け
る
釈
奠
の
器
物
や
儀
式

は
こ
の
頃
に
整
備
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
84
）。
釈
奠
に
務
め
た
桓
武
も
、
学
令

に
定
め
ら
れ
た
大
経『
礼
記
』に
つ
い
て
の
知
識
を
有
し
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、『
続

日
本
紀
』
に
は
延
暦
十
（
七
九
一
）
年
桓
武
天
皇
が
国
忌
省
除
の
命
令
を
下
し
た
際

に
『
礼
記
』
を
論
拠
と
し
た
記
事
が
見
ら
れ
、『
礼
記
』
や
『
春
秋
』
な
ど
の
儒
家

経
典
の
教
え
に
基
づ
い
て
国
忌
省
除
の
施
行
を
強
調
し
、
桓
武
を
め
ぐ
る
新
秩
序
の
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構
築
に
使
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
桓
武
は
儒
教
経
典
を
意
識
し
て
自
分
の
皇
統

の
正
統
性
を
主
張
し
て
い
た
と
推
測
す
る
（
85
）。

河
内
春
人
は
延
暦
六
年
の
祭
文
と
『
大
唐
開
元
礼
』、『
大
唐
郊
祀
録
』
に
収
録
さ

れ
た
祭
文
を
比
較
し
た
結
果
、
延
暦
六
年
の
郊
祀
祭
文
は
『
大
唐
開
元
礼
』
に
由
来

す
る
も
の
だ
と
断
定
し
、
延
暦
四
年
も
六
年
と
同
じ
祭
文
通
り
の
儀
式
が
行
わ
れ
た

と
指
摘
し
た
（
86
）。
祭
文
と
『
大
唐
開
元
礼
』
と
の
関
係
は
河
内
春
人
が
指
摘
し
た

通
り
で
あ
る
が
、
も
し
本
当
に
同
じ
手
順
で
同
じ
郊
祀
が
行
わ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

先
に
延
暦
四
年
記
事
に
郊
祀
祭
文
を
載
せ
る
の
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
延
暦
六

年
に
み
え
な
い
「
宿
祷
」
の
言
葉
に
も
興
味
深
い
。
延
暦
四
年
に
実
施
し
た
郊
祀
は
、

同
年
に
起
き
た
一
連
の
事
件
に
よ
っ
て
混
乱
と
な
っ
た
政
治
と
皇
統
を
安
定
さ
せ
る

た
め
発
案
さ
れ
た
も
の
だ
と
推
測
で
き
る
。
事
態
が
収
束
に
向
か
う
た
め
、
日
本
で

一
度
も
行
わ
れ
な
か
っ
た
中
国
の
郊
祀
を
試
行
し
た
の
で
は
な
い
か
。

続
い
て
『
礼
記
』
の
中
の
郊
祀
に
関
す
る
内
容
を
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

『
礼
記
』
郊
特
牲
篇
に
は
、「
郊
之
祭
也
、
迎
二
長
日
之
至
一
也
。
大
報
レ
天
而
主
レ
日

也
」（
87
）
と
、
郊
祀
は
い
つ
実
行
す
る
か
、
ど
の
よ
う
な
目
的
で
行
わ
れ
た
の
か
に

つ
い
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。『
礼
記
』
と
『
大
唐
開
元
礼
』
の
根
本
的
な
違
い
は
、『
開

元
礼
』
は
あ
く
ま
で
『
礼
記
』
の
儀
注
で
、
唐
玄
宗
時
代
に
定
め
た
儀
式
作
法
の
規

範
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。『
礼
記
』
に
み
え
る
「
報
」
と
は
報

賽
の
意
味
で
、
張
鶴
泉
に
よ
れ
ば
、
周
の
時
代
に
行
わ
れ
た
郊
祀
は
「
天
の
恩
典
を

報
答
す
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
（
88
）。「
日
を
主
と
す
」
と
は
、
唐
代
の
孔
穎
達

が
撰
述
し
た
『
礼
記
正
義
』（
89
）
の
注
釈
に
み
え
る
「
而
天
之
諸
神
唯
日
為
レ
尊
、

故
此
祭
者
日
為
二
諸
神
之
主
一
、
故
云
主
レ
日
也
」
で
あ
り
、
こ
の
郊
祀
の
目
的
は
諸

神
の
主
で
あ
る
太
陽
に
対
し
て
尊
敬
す
る
心
を
表
わ
す
た
め
の
も
の
と
解
釈
さ
れ

た
。『
礼
記
』
郊
特
牲
篇
の
後
半
に
「
天
神
」
と
い
う
言
葉
も
み
え
て
お
り
、
古
く
か

ら
ア
マ
ツ
カ
ミ
で
あ
る
日
の
女
神
「
天
照
大
神
」
を
想
起
さ
せ
る
。
そ
し
て
高
取
正

男
は
立
太
子
礼
の
一
環
と
し
て
皇
太
子
が
伊
勢
神
宮
に
参
宮
す
る
こ
と
が
あ
る
（
90
）

こ
と
を
指
摘
し
、
早
川
庄
八
も
正
統
性
の
付
与
に
お
い
て
神
祇
も
活
用
さ
れ
た
と
の

見
解
を
述
べ
た
（
91
）。
延
暦
四
年
の
郊
祀
に
み
え
る
「
天
神
」
と
は
、
中
国
の
昊
天

上
帝
と
日
本
の
ア
マ
ツ
カ
ミ
を
包
括
す
る
「
天
神
」
の
総
称
で
あ
る
可
能
性
が
高
い

と
考
え
ら
れ
よ
う
。
延
暦
四
年
の
郊
祀
記
事
に
み
え
る
「
賽
宿
祷
」
は
、『
礼
記
』

郊
特
牲
篇
が
唱
え
る
郊
祀
の
内
容
と
一
致
す
る
可
能
性
は
な
い
と
は
言
え
な
い
。
こ

れ
ま
で
延
暦
四
年
の
郊
祀
は
『
大
唐
開
元
礼
』
に
基
づ
い
た
と
考
え
ら
れ
た
が
、
筆

者
は
『
礼
記
』
の
知
識
に
基
づ
い
た
祭
祀
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
推
測
す
る
。

ま
た
、
延
暦
四
年
と
六
年
の
間
に
郊
祀
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
理
由
と
し

て
は
、延
暦
五
（
七
六
六
）
年
十
月
甲
申
（
二
十
八
日
）
が
光
仁
天
皇
の
改
葬
日
だ
っ

た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
以
前
の
郊
祀
の
配
主
と
し
て
光
仁
を
設
定
し
た
と
は

考
え
難
く
、
や
は
り
直
系
継
承
の
た
め
光
仁
を
改
葬
し
た
あ
と
に
、
二
度
目
の
郊
祀

が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
佐
野
真
人
は
「
延
暦
六
年
の
郊
祀
は
天
子
と
し

て
養
・
喪
・
祭
の
三
孝
道
を
完
了
し
、
礼
を
治
め
る
人
君
が
到
達
し
た
究
極
」
と
し
、

当
時
の
日
本
で
郊
祀
を
行
う
背
景
に
は
、
王
権
の
安
泰
が
関
わ
っ
て
い
る
と
推
論

し
た
（
92
）。

延
暦
四
年
の
場
合
、
郊
祀
直
前
に
は
種
継
の
暗
殺
事
件
・
早
良
の
廃
太
子
な
ど
が

あ
り
、
極
め
て
王
権
が
不
安
定
な
状
況
に
陥
っ
た
。
一
度
目
の
郊
祀
を
行
っ
た
あ
と

に
安
殿
が
立
太
子
さ
れ
た
の
は
、
こ
う
し
た
王
権
を
安
定
さ
せ
る
た
め
で
あ
り
、
実

際
に
二
度
目
の
郊
祀
が
行
わ
れ
た
直
後
、
安
殿
は
元
服
し
た
。
か
つ
て
聖
武
が
立
太

子
さ
れ
た
時
と
同
じ
十
四
歳
と
い
う
歳
で
安
殿
を
元
服
さ
せ
る
こ
と
は
、
桓
武
の
皇

位
を
継
承
す
る
安
殿
の
正
統
性
を
二
度
の
郊
祀
に
求
め
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
。

第
二
節
　
祖
先
へ
の
追
慕
と
桓
武
直
系
の
創
出

桓
武
朝
に
お
け
る
山
陵
祭
祀
及
び
国
忌
の
省
除
に
つ
い
て
、
長
年
に
わ
た
り
多
く

の
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
。
詳
細
に
関
し
て
は
諸
研
究
に
譲
る
と
し
て
、
本
稿
の
視
点

か
ら
必
要
な
範
囲
に
限
っ
て
検
討
を
加
え
て
お
き
た
い
。

ま
ず
山
陵
奉
告
に
関
し
て
、
桓
武
朝
で
の
山
陵
へ
の
臨
時
奉
告
・
奉
幣
は
延
暦
四
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（
七
八
五
）
年
と
十
二
（
七
九
三
）
年
の
二
度
に
行
わ
れ
た
。
過
去
の
研
究
が
注
目

し
て
き
た
の
は
、
延
暦
四
年
の
臨
時
奉
告
に
見
え
る
「
後
佐
保
山
陵
」
の
比
定
問
題

で
あ
る
。

『
続
日
本
紀
』
延
暦
四
年
（
七
八
五
）
十
月
庚
午
（
八
日
）
条

「
遣
二
中
納
言
正
三
位
藤
原
朝
臣
小
黒
麻
呂
・
大
膳
大
夫
従
五
位
上
笠
王
於
山
科

山
陵
、
治
部
卿
従
四
位
上
壱
志
濃
王
・
散
位
従
五
位
下
紀
朝
臣
馬
守
於
田
原
山

陵
、
中
務
大
輔
正
五
位
上
当
麻
王
・
中
衛
中
将
従
四
位
下
紀
朝
臣
古
佐
美
於
後

佐
保
山
陵
一
、
以
告
下
廃
二
皇
太
子
一
之
状
上
。」

『
日
本
紀
略
』
延
暦
十
二
年
三
月
癸
卯
（
二
十
五
日
）
条

「
告
遷
都
由
於
山
陵
〈
山
科
・
田
原
・
後
田
原
〉。」

瀧
浪
貞
子
は
こ
の
「
後
佐
保
山
陵
」
を
聖
武
陵
に
比
定
し
、
こ
れ
よ
り
後
の
延
暦

十
二
年
の
臨
時
奉
幣
に
聖
武
陵
が
奉
幣
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
、
天
智
―
志
貴
―
光
仁

へ
の
奉
幣
対
象
に
変
わ
っ
た
と
し
て
い
る
。
長
岡
に
遷
都
し
た
延
暦
四
年
の
早
良
廃

太
子
の
奉
告
は
「
聖
武
系
の
皇
統
と
の
決
別
」
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
よ

り
以
降
は
天
武
系
か
ら
天
智
系
の
皇
統
意
識
の
転
換
期
だ
と
推
定
し
、
平
安
期
以
降

天
武
系
へ
の
奉
幣
は
史
料
上
で
一
切
見
ら
れ
な
い
と
い
う
（
93
）。
瀧
浪
の
論
説
を
受

け
、
吉
田
孝
は
「
桓
武
に
は
天
武
―
聖
武
の
皇
統
を
積
極
的
に
否
定
す
る
意
志
は
な

か
っ
た
」
と
述
べ
（
94
）、清
水
み
き
も
こ
れ
に
近
い
論
を
提
示
し
た
（
95
）。
し
か
し
「
後

佐
保
山
陵
」
は
一
度
し
か
見
ら
れ
な
い
陵
墓
の
名
称
で
あ
り
、『
延
喜
式
』
に
み
え

る
聖
武
陵
は
「
後
佐
保
山
陵
」
で
は
な
く
、「
佐
保
山
南
陵
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

吉
川
真
司
は
、
延
暦
四
年
の
段
階
で
光
仁
が
改
葬
さ
れ
て
い
な
い
（
延
暦
五
年
十
月

改
葬
）
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
後
佐
保
山
陵
」
は
光
仁
陵
で
あ
る
可
能
性
を
提
示
し
た
。

『
東
大
寺
要
録
』
八
巻
に
山
陵
に
関
す
る
裏
書
が
あ
り
、
そ
こ
に
記
載
さ
れ
た
「
広

仁
天
皇
、
山
陵
佐
保
山
葬
」
と
い
う
史
料
を
手
が
か
り
に
し
、
延
暦
四
年
早
良
廃
太

子
の
奉
告
対
象
の
「
後
佐
保
山
陵
」
を
光
仁
陵
に
比
定
し
た
。
ま
た
、
吉
川
の
論
に

よ
れ
ば
、延
暦
五
年
に
光
仁
を
志
貴
の
田
原
陵
の
側
に
改
葬
し
た
の
は
、桓
武
が
「
専

制
君
主
」
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
勢
力
と
の
闘
争
し
た
結
果
、
す
な
わ
ち
桓
武
へ
権
力

集
中
の
結
果
で
あ
っ
た
。
桓
武
が
求
め
る
皇
統
の
理
念
は
、
つ
ま
り
〈
天
智
―
志
貴

―
光
仁
〉
と
い
う
直
系
皇
統
を
打
ち
出
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
桓
武
自
身
を
そ
の

延
長
線
上
に
置
く
た
め
に
、
直
系
に
よ
る
系
譜
的
な
正
統
化
を
図
る
こ
と
こ
そ
桓
武

の
真
意
で
あ
る
（
96
）。

ま
た
、
国
忌
に
関
し
て
服
藤
早
苗
は
、
桓
武
は
中
国
の
宗
廟
制
を
導
入
し
て
、
天

武
系
を
排
除
し
天
智
系
の
直
系
祖
先
の
み
を
崇
敬
す
る
理
念
を
強
め
た
と
指
摘
し
て

い
る
（
97
）。
最
近
の
国
忌
研
究
に
関
し
て
二
星
裕
哉
は
、
延
暦
十
（
七
九
一
）
年
の

国
忌
省
除
令
に
つ
い
て
具
体
的
分
析
し
、
結
果
と
し
て
こ
の
国
忌
省
除
令
は
や
は
り

天
智
系
皇
統
を
重
視
す
る
政
策
と
評
価
さ
れ
た
（
98
）。

筆
者
も
、『
東
大
寺
要
録
』
の
裏
書
が
確
認
さ
れ
た
以
上
、
こ
の
「
後
佐
保
山
陵
」

の
比
定
を
光
仁
陵
に
す
べ
き
と
考
え
る
。
そ
の
上
で
吉
川
真
司
が
説
く
桓
武
の
皇
統

意
識
に
つ
い
て
少
し
内
容
を
加
え
て
考
え
て
お
き
た
い
。
桓
武
が
求
め
る
皇
統
の
理

念
は
〈
天
智
―
志
貴
―
光
仁
〉
と
い
う
直
系
皇
統
の
継
続
で
あ
り
、
そ
の
延
長
上
に

は
桓
武
自
身
も
も
ち
ろ
ん
置
か
れ
て
い
た
が
、
さ
ら
に
そ
の
延
長
線
上
に
息
子
の
安

殿
を
置
こ
う
と
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
早
良
親
王
が
皇
太
子
の
座
に
居
続
け
る
の
は
、

勿
論
桓
武
の
直
系
皇
統
へ
の
創
出
を
妨
害
す
る
存
在
と
な
る
。
し
か
し
種
継
の
暗
殺

事
件
は
あ
く
ま
で
予
測
不
能
の
こ
と
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
延
暦
四
年
の
安

殿
は
わ
ず
か
十
二
歳
で
若
す
ぎ
る
の
で
、
こ
の
頃
の
桓
武
が
早
良
の
排
除
を
企
図
し

た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
種
継
の
暗
殺
事
件
と
早
良
の
死
は
桓
武
に
と
っ
て
も
予
想
外

の
事
態
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
奈
良
時
代
に
み
え
る
唯
一
の
前
例
、
道
祖
王
の
廃
太
子
に
関
し
て
も
先
帝

の
山
陵
へ
の
奉
告
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
早
良
は
光
仁
の
意
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
た

皇
太
子
で
あ
り
、
彼
を
排
除
し
た
桓
武
は
当
然
、
指
名
し
た
光
仁
に
奉
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
奉
告
の
対
象
に
天
智
・
志
貴
を
加
え
た
こ
と
は
、
早
良
を
廃
太

子
し
直
系
継
承
を
目
指
し
た
桓
武
の
意
志
が
含
ま
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
前
述



19 総研大文化科学研究 第15号（2019）

の
よ
う
に
、
延
暦
四
年
十
月
早
良
が
廃
太
子
さ
れ
た
の
ち
配
流
の
途
中
に
死
し
、
同

年
十
一
月
に
一
度
目
の
郊
祀
が
行
わ
れ
、
そ
の
直
後
に
安
殿
が
立
太
子
さ
れ
た
。
皇

太
子
の
廃
立
は
国
家
政
治
に
関
係
す
る
一
大
事
で
あ
り
、
一
ヶ
月
あ
ま
り
で
先
の
皇

太
子
を
廃
し
新
し
い
皇
太
子
を
立
て
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
に
な
い
こ
と
で
あ
る
。
桓

武
は
極
力
皇
太
子
の
空
位
を
避
け
る
た
め
、
一
刻
も
早
く
安
殿
を
皇
太
子
に
立
て
よ

う
と
し
た
が
、
準
備
が
整
わ
ず
、『
礼
記
』
の
知
識
の
み
を
頼
り
に
し
て
一
回
目
の

郊
祀
を
実
行
し
た
の
で
は
な
い
か
。

吉
江
崇
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
皇
太
子
常
置
制
度
を
整
備
し
た
の
は
桓
武
天
皇
で
あ

る
。
奈
良
時
代
に
お
い
て
、
皇
太
子
は
常
に
置
か
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
桓

武
が
光
仁
の
譲
位
を
受
け
た
翌
日
、
同
母
弟
の
早
良
を
皇
太
子
に
定
め
て
以
降
、
皇

太
子
は
常
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
平
安
初
期
に
お
い
て
、
天
皇
の
即
位
後
ま

た
は
践
祚
後
す
ぐ
の
立
太
子
が
通
例
化
し
、
皇
太
子
の
空
位
は
避
け
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
（
99
）。
奈
良
時
代
に
多
発
し
た
叛
乱
や
事
件
を
皇
太
子
の
不
在
に
よ
る
も
の

と
認
識
し
そ
の
よ
う
な
状
況
を
避
け
る
た
め
、
ま
た
あ
る
い
は
桓
武
が
直
系
継
承
を

実
現
す
る
た
め
、
皇
太
子
を
常
に
置
く
べ
き
と
定
め
た
の
で
は
な
い
か
。

桓
武
は
父
系
直
系
皇
統
を
創
出
し
よ
う
と
す
る
と
同
時
に
、
母
の
高
野
新
笠
の
地

位
を
強
化
す
る
方
策
も
打
ち
出
し
た
。
そ
の
証
拠
の
一
つ
と
し
て
『
続
日
本
紀
』
桓

武
が
即
位
す
る
天
応
元
年
四
月
癸
卯
（
十
五
日
）
条
に
「
凡
人
子
乃
蒙
福
久麻

欲
為
流
事
波

於
夜
乃
多
米
奈
母

尓
止

聞
行
須
。
故
是
以
朕
親
母
高
野
夫
人
乎
称
皇
太
夫
人
弖
冠
位
上
奉
治
奉
流
」

と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
桓
武
の
天
皇
即
位
に
よ
っ
て
生
母
の
高
野
新
笠
に
高
い
地
位

が
与
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
仁
藤
敦
史
は
、

「
高
貴
な
母
の
存
在
や
そ
の
承
認
に
よ
り
自
己
の
即
位
を
正
統
化
す
る
と
い
う
流
れ

で
は
な
く
、
父
光
仁
と
は
対
象
的
に
天
皇
と
し
て
の
正
統
性
を
卑
母
で
あ
る
高
野
新

笠
に
求
め
て
い
な
い
」
と
述
べ
る
が
（
100
）、
延
暦
四
（
七
八
五
）
年
五
月
に
桓
武
が

祖
父
母
を
追
贈
す
る
詔
に
み
え
る
「
祖
以
レ
子
貴
」
の
よ
う
に
、
高
野
新
笠
が
皇
太

夫
人
に
な
る
理
由
は
、『
春
秋
公
羊
伝
』
の
故
実
で
あ
る
「
母
以
レ
子
貴
」
を
根
拠
と

し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
（
101
）。
も
う
一
つ
留
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
高
野
氏
と
関

連
し
て
百
済
王
氏
を
「
外
戚
」
と
呼
ぶ
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
る
。
史
料
に
お
け
る
「
朕

が
外
戚
」
の
初
見
は
延
暦
九
（
七
九
〇
）
年
二
月
で
あ
り
、
前
年
の
十
二
月
に
は
新

笠
は
す
で
に
死
去
し
て
い
た
。
高
野
氏
と
百
済
王
氏
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
ほ
か
に

史
料
は
な
い
。
ま
た
、
高
野
新
笠
を
百
済
王
族
の
末
裔
と
し
た
和
気
清
麻
呂
撰
「
和

氏
譜
」
は
、
新
笠
の
死
後
に
公
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
し
最
初
か
ら
新
笠
の
出
自

は
百
済
武
寧
王
の
子
純
陁
太
子
の
末
裔
に
な
る
こ
と
が
明
白
で
あ
れ
ば
、
桓
武
が
母

方
の
血
統
に
即
位
の
正
統
性
を
求
め
る
の
は
容
易
で
あ
る
。『
続
日
本
紀
』
に
み
え

る
和
気
清
麻
呂
薨
伝
か
ら
推
算
す
れ
ば
、「
和
氏
譜
」
を
撰
述
し
た
時
期
は
彼
が
中

宮
大
夫
に
任
命
さ
れ
た
延
暦
七
（
七
八
八
）
年
か
ら
新
笠
が
死
没
し
た
八
年
の
間
だ

と
推
測
さ
れ
る
。
即
ち
「
和
氏
譜
」
の
撰
進
に
よ
っ
て
桓
武
が
長
年
に
悩
ま
さ
れ
た

母
方
の
血
統
問
題
は
、
よ
う
や
く
解
決
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

終
わ
り
に

以
上
、
光
仁
天
皇
の
即
位
事
情
か
ら
『
続
日
本
紀
』
が
終
わ
る
延
暦
十
（
七
九
一
）

年
ま
で
、
各
時
期
に
お
け
る
桓
武
の
皇
統
意
識
の
変
化
を
検
討
し
て
き
た
。
各
方
面

か
ら
桓
武
の
皇
統
意
識
を
考
え
た
上
で
、
彼
の
皇
統
意
識
を
構
成
し
た
要
素
は
大
き

く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

一
つ
目
は
仁
藤
敦
史
の
指
摘
通
り
、「
双
系
原
理
」
が
働
く
古
代
日
本
で
は
、
渡

来
人
で
あ
る
母
の
血
統
問
題
は
長
年
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
し
て
桓
武
王
権
の
弱
み

で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
桓
武
は
即
位
の
正
統
性
を
父
方
の
光
仁
の
譲
位
に
求
め
、
さ

ら
に
中
国
の
政
治
思
想
や
祭
祀
儀
式
な
ど
を
導
入
し
、
当
時
の
唐
で
流
行
し
て
い
る

暦
法
・
讖
緯
と
政
治
思
想
等
を
取
り
入
れ
て
王
権
を
強
化
す
る
こ
と
に
務
め
た
。

二
つ
目
は
、
山
陵
祭
祀
に
お
け
る
天
智
・
志
貴
・
光
仁
へ
の
追
慕
や
弟
の
早
良
親

王
の
排
除
・
安
殿
の
立
太
子
な
ど
、
桓
武
は
自
ら
の
直
系
に
よ
る
皇
統
継
承
を
強
く

意
識
し
た
と
見
ら
れ
る
。
通
説
的
な
天
武
系
か
ら
天
智
系
へ
の
皇
統
の
変
化
を
た
だ

ち
に
桓
武
の
「
新
王
朝
の
開
始
」
と
み
る
の
は
や
は
り
曖
昧
な
見
方
で
あ
り
、「
皇

統
の
源
流
」
と
「
桓
武
の
新
政
」
は
同
一
視
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
違
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う
課
題
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

古
代
日
本
で
は
、
中
国
の
王
朝
更
迭
に
よ
る
易
姓
思
想
が
受
容
さ
れ
て
い
な
い
。

従
っ
て
天
武
系
皇
統
か
ら
天
智
系
へ
の
「
王
朝
の
交
替
」
を
中
国
の
革
命
思
想
で
あ

る
「
易
姓
革
命
」
と
み
な
す
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
（
100
）。
皇
帝
（
天
皇
）
が
天
命

を
う
け
て
四
海
に
君
臨
す
る
天
命
思
想
と
い
う
も
の
は
、
元
明
天
皇
が
頒
布
し
た
平

城
遷
都
の
詔
を
は
じ
め
、
称
徳
が
皇
太
子
を
立
て
な
い
時
に
出
し
た
詔
に
皇
太
子
の

位
を
「
天
の
許
し
を
授
く
べ
き
人
」
に
定
め
る
な
ど
、
八
世
紀
の
天
皇
の
皇
統
意
識

に
密
接
に
繋
が
っ
た
も
の
で
、
桓
武
自
身
も
前
代
か
ら
こ
の
意
識
を
受
け
継
い
だ
と

見
ら
れ
る
（
101
）。

延
暦
四
年
に
行
わ
れ
た
郊
祀
は
桓
武
が
『
礼
記
』
に
基
づ
い
て
行
っ
た
も
の
で
あ

り
、
彼
は
唐
の
太
宗
に
倣
い
、
自
分
が
「
天
が
認
め
た
聖
王
」
で
あ
る
こ
と
を
中
国

風
に
演
出
す
る
こ
と
に
目
的
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
（
102
）。
こ
の
郊
祀
の
直
後
に
は
安

殿
親
王
が
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
て
お
り
、
延
暦
六
年
に
行
わ
れ
た
二
度
目
の
郊
祀
の

焦
点
は
、
唐
礼
に
基
づ
い
て
施
行
し
た
郊
祀
と
そ
の
祭
文
に
み
え
る
配
主
で
あ
っ
た
。

光
仁
を
配
主
と
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
光
仁
―
桓
武
―
安
殿
（
延
暦
六
年
元
服
）
ま

で
の
父
方
血
統
の
み
で
構
成
さ
れ
た
新
た
な
皇
位
継
承
の
秩
序
が
完
成
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
延
暦
六
年
郊
祀
が
実
行
さ
れ
た
翌
年
の
延
暦
七
年
か
ら
、
天
応
元
年
以
降
停

止
さ
れ
て
い
た
征
夷
も
再
開
し
て
い
る
こ
と
は
、
朝
廷
の
政
治
態
勢
が
一
定
的
の
安

穏
を
迎
え
た
こ
と
の
傍
証
と
な
ろ
う
。
桓
武
朝
前
期
に
重
ん
じ
ら
れ
た
天
命
思
想
に

よ
っ
て
、
皇
位
継
承
の
新
秩
序
や
皇
統
意
識
の
再
構
築
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
桓
武
が
創
出
し
た
直
系
継
承
は
息
子
の
世
代
で
は
ま
っ
た
く
無
視
さ
れ
、

平
城
―
嵯
峨
―
淳
和
の
三
人
兄
弟
が
継
続
し
て
天
皇
と
な
り
、
ま
た
そ
の
後
も
承
和

の
変
ま
で
直
系
皇
統
が
確
定
で
き
な
か
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関

し
て
、
西
本
昌
弘
は
『
東
宝
記
』
に
記
載
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
桓
武
遺
詔
に
つ
い
て
考

証
し
、
兄
弟
相
承
の
こ
と
は
桓
武
の
意
志
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
た
が
（
103
）、
平
安
初

期
に
お
け
る
皇
位
継
承
の
兄
弟
相
承
問
題
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註（
１
）
瀧
川
政
次
郎
「
革
命
思
想
と
長
岡
遷
都
」（『
京
制
並
に
都
城
制
の
研
究
』、
角

川
書
店
、
一
九
六
七
年
）、
四
八
四
頁
。

（
２
）
瀧
川
政
次
郎
「
革
命
思
想
と
長
岡
遷
都
」、
前
掲
註
（
１
）
論
文
、
五
〇
六
〜

五
〇
九
頁
。

（
３
）
林
陸
朗
「
桓
武
天
皇
の
政
治
思
想
」（
山
中
裕
編
『
平
安
時
代
の
歴
史
と
文
学　

歴
史
編
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年
）。

（
４
）
清
水
み
き
「
桓
武
朝
に
お
け
る
遷
都
の
論
理
」（
門
脇
禎
二
編
『
日
本
古
代
国

家
の
展
開
』
上
巻
、
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
五
年
）。

（
５
）
瀧
浪
貞
子
「
桓
武
天
皇
の
皇
統
意
識
」（『
日
本
古
代
の
宮
廷
社
会
の
研
究
』、
思

文
閣
出
版
、
一
九
九
一
年
）、
一
四
三
〜
一
五
一
頁
。

（
６
）
吉
川
真
司
「
後
佐
保
山
陵
」（『
続
日
本
紀
研
究
』
三
三
一
、二
〇
〇
一
年
）。

（
７
）
仁
藤
敦
史
「
桓
武
天
皇
の
皇
統
意
識
と
氏
の
再
編
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

研
究
報
告
』
一
三
四
、二
〇
〇
七
年
）。

（
８
）
新
訂
増
補 

国
史
大
系
『
続
日
本
紀
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
）
に
よ
る
。

特
に
断
ら
な
い
限
り
、『
続
日
本
紀
』
の
史
料
を
扱
う
。

（
９
）
瀧
浪
貞
子 

「
藤
原
永
手
と
藤
原
百
川
―
称
徳
女
帝
の
「
遺
宣
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」

（『
日
本
古
代
の
宮
廷
社
会
の
研
究
』、思
文
閣
出
版
、一
九
九
一
年
）、一
一
五
頁
。

（
10
）「
百
川
伝
」
に
つ
い
て
主
に
参
考
と
し
た
の
は
林
陸
朗
「
奈
良
朝
後
期
宮
廷
の

暗
雲
」（『
上
代
政
治
社
会
の
研
究
』、吉
川
弘
文
館
、一
九
六
九
年
、初
出
は
『
國

學
院
雜
誌
』
六
二
〜
九
、一
九
六
一
年
）。

（
11
）「
百
川
伝
」
に
関
し
て
、吉
川
敏
子
「『
日
本
紀
略
』
藤
原
百
川
伝
の
成
立
」（『
律

令
貴
族
成
立
史
の
研
究
』、塙
書
房
、二
〇
〇
六
年
）
は
、種
継
暗
殺
事
件
に
よ
っ

て『
続
日
本
紀
』か
ら
削
除
さ
れ
た
と
い
う
論
を
提
示
し
た
。
し
か
し「
百
川
伝
」

に
は
、
称
徳
天
皇
の
病
気
を
治
療
し
た
際
、
治
療
を
行
う
尼
が
い
た
と
い
う
話

が
あ
る
。
そ
の
治
療
行
為
は
明
ら
か
に
僧
尼
令
が
禁
じ
て
い
た
「
凡
そ
僧
尼
、

吉
凶
を
卜
ひ
相
り
、
及
び
小
道
、
巫
術
し
て
病
を
療
せ
ら
ば
、
皆
還
俗
」
で
あ

る
た
め
、『
続
日
本
紀
』
編
纂
当
時
に
こ
の
よ
う
な
律
令
の
規
定
に
反
す
る
内

容
は
あ
る
は
ず
が
な
い
と
考
え
ら
れ
、
故
に
林
氏
の
論
に
従
う
。
た
だ
し
『
公

卿
補
任
』
宝
亀
二
年
条
「
時
議
レ
所
レ
立
、
群
臣
異
レ
論
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
百

川
伝
」
の
中
に
あ
る
皇
嗣
を
議
定
す
る
詳
細
は
あ
る
程
度
当
時
の
状
況
を
反
映

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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（
12
）『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
四
年
八
月
癸
巳
（
四
日
）
条
。

（
13
）
瀧
浪
貞
子
「
藤
原
永
手
と
藤
原
百
川
―
称
徳
女
帝
の
「
遺
宣
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」、

前
掲
註
（
７
）
論
文
、
一
一
五
頁
。

（
14
）
天
皇
（
大
王
）
即
位
に
お
い
て
年
長
で
あ
る
こ
と
が
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
仁

藤
敦
史「
古
代
女
帝
の
成
立
―
大
后
と
皇
祖
母
―
」（『
古
代
王
権
と
支
配
構
造
』、

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
、
初
出
は
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』

一
〇
七
、二
〇
〇
三
年
十
月
）。

（
15
）天
武
系
各
皇
親
と
そ
の
子
孫
に
つ
い
て
、倉
本
一
宏「
奈
良
朝
の
政
変
劇
と
皇
親
」

（
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
『
奈
良
朝
の
政
変
劇
―
皇
親
た
ち
の
悲
劇
』、
吉
川

弘
文
館
、
一
九
九
八
年
）、
二
一
五
〜
二
二
一
頁
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
16
）
広
岡
義
隆
「
文
室
眞
人
智
努
の
生
涯
：
天
平
一
知
識
人
の
憂
愁
」（『
三
重
大
学

日
本
語
学
文
学
』
二
、一
九
九
一
年
）
の
研
究
に
よ
る
と
、
浄
三
の
晩
年
は
佛

教
に
傾
倒
し
た
と
い
う
。『
延
暦
僧
録
』
所
収
「
沙
門
釈
浄
三
菩
薩
伝
」（『
日

本
高
僧
伝
要
文
抄
』
第
三
所
収
、『
大
日
本
佛
教
全
書
』）
の
本
に
よ
る
。

（
17
）
中
西
康
裕
「
桓
武
天
皇
と
皇
位
」（『
続
日
本
紀
と
奈
良
朝
の
政
変
』、
吉
川
弘

文
館
、
二
〇
〇
二
年
）、
二
九
五
頁
。

（
18
）
義
江
明
子
『
日
本
古
代
系
譜
の
様
式
論
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
。

（
19
）
河
内
祥
輔
「
奈
良
時
代
後
期
政
治
史
の
基
調
」（『
古
代
政
治
史
に
お
け
る
天
皇

制
の
論
理
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
）
の
な
か
に
は
、
光
仁
を
他
戸
王

へ
の
「
中
継
ぎ
」
的
な
男
帝
と
し
て
み
る
。

（
20
）
中
川
収
「
光
仁
朝
の
成
立
と
井
上
皇
后
事
件
」（『
奈
良
朝
政
治
史
の
研
究
』、
高

科
書
店
、
一
九
九
一
年
、
三
六
三
頁
。
初
出
は
『
日
本
歴
史
』
第
二
二
七
号
、

一
九
六
七
年
四
月
、
一
部
補
訂
）。

（
21
）
仁
藤
敦
史
「
桓
武
天
皇
の
皇
統
意
識
と
氏
の
再
編
」、
前
掲
註
（
７
）
論
文
、

五
九
頁
。

（
22
）
村
尾
次
郎
『
桓
武
天
皇
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
）。
亀
田
隆
之
「
氷
上

川
継
事
件
」（『
奈
良
時
代
の
政
治
と
制
度
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）、

初
出
は「
氷
上
川
継
事
件
に
関
す
る
一
考
察
」（『
人
文
論
究
』第
四
一
巻
第
三
号
、

一
九
九
一
年
）。

（
23
）
中
村
光
一
「
奈
良
時
代
後
期
に
お
け
る
皇
位
継
承
問
題
―
山
部
親
王
立
太
子
へ

の
道
程
―
」（『
史
聚
』
第
四
三
号
、
二
〇
一
〇
年
）、
一
〇
頁
。

（
24
）『
続
日
本
紀
』
宝
亀
元
年
八
月
丁
巳
（
二
十
八
日
）
条
。

（
25
）「
他
戸
親
王
は
井
上
内
親
王
の
実
子
で
は
な
い
」
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
山
口

博
「
藤
原
浜
成
論
」（『
古
代
文
化
』
第
二
七
巻
十
二
号
、
一
九
七
五
年
）。
三
七

頁
に
は
「
井
上
内
親
王
は
山
部
親
王
の
立
太
子
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
他
の
妃

所
生
の
他
戸
親
王
を
嗣
子
と
し
た
こ
と
で
あ
る
」
と
あ
る
。
ま
た
こ
の
仮
説
を

受
け
て
、塚
野
重
雄
「
井
上
内
親
王
の
子
」（『
古
代
文
化
』
第
二
八
巻
第
十
一
号
、

一
九
七
六
年
）
二
一
頁
の
最
後
に
「
内
親
王
は
母
方
同
族
で
あ
る
県
犬
養
宿
祢

勇
耳
の
生
ん
だ
白
壁
王
の
子
他
戸
を
も
ら
っ
て
嫡
子
と
し
て
、
早
く
か
ら
備
え

て
い
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
結
論
が
あ
る
。

（
26
）
中
村
光
一
「
奈
良
時
代
後
期
に
お
け
る
皇
位
継
承
問
題
―
山
部
親
王
立
太
子
へ

の
道
程
―
」、
前
掲
註
（
二
二
）
論
文
。

（
27
）『
続
日
本
紀
』
宝
亀
三
年
三
月
癸
未
（
二
日
）
条
。

（
28
）
中
川
久
仁
子
「「
桓
武
」
擁
立
の
背
景
―
井
上
・
他
戸
母
子
の
処
遇
を
め
ぐ
っ

て
―
」（『
平
安
京
遷
都
期
政
治
史
の
な
か
の
天
皇
と
貴
族
』
雄
山
閣
、

二
〇
一
四
年
、初
出
は
佐
伯
有
清
編
『
日
本
古
代
史
研
究
と
史
料
』、青
史
出
版
、

二
〇
〇
五
年
）。

（
29
）
日
本
思
想
大
系
『
律
令
』
補
注
１
名
例
律
注
６
ｈ
「
蠱
毒
と
魘
魅
」
に
よ
る
。

（
30
）
本
居
宣
長
の
『
続
紀
歴
朝
詔
詞
解
』
に
こ
の
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。（『
本

居
宣
長
全
集
』
第
七
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
〇
年
）。

（
31
）
粟
田
広
上
が
『
日
本
霊
異
記
』
に
登
場
し
た
御
手
代
東
人
の
後
妻
で
は
な
い
か

と
仮
説
を
立
て
た
の
は
近
江
昌
司
「
井
上
皇
后
事
件
と
魘
魅
に
つ
い
て
」（『
天

理
大
学
学
報
』
一
四
―
二
、一
九
六
二
年
）、
二
五
〇
〜
二
七
〇
頁
。

（
32
）
中
川
収
「
光
仁
朝
の
政
治
構
造
と
志
向
」（『
奈
良
朝
政
治
史
の
研
究
』、
高
科

書
店
、
一
九
九
一
年
、
初
出
は
林
陸
朗
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
古
代
の
政

治
と
制
度
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
五
年
、
一
部
補
訂
）、
三
九
〇
頁
。

（
33
）
北
山
茂
夫
「
藤
原
種
継
事
件
の
前
後
」（『
日
本
古
代
政
治
史
の
研
究
』、
岩
波

書
店
、
一
九
五
九
年
）

（
34
）
角
田
文
衛
「
宝
亀
三
年
の
廃
后
廃
太
子
事
件
」（『
角
田
文
衛
著
作
集
』
第
３
巻
、

法
蔵
館
、
一
九
八
五
年
、
初
出
は
『
律
令
国
家
の
展
開
』、
塙
書
房
、
一
九
六
五

年
）、
三
二
三
頁
。

（
35
）『
水
鏡
』
光
仁
天
皇
の
段
。

（
36
）『
続
日
本
紀
』
天
応
元
年
四
月
辛
卯
（
三
日
）
条
。
光
仁
の
譲
位
宣
命
に
は
譲

位
の
理
由
に
つ
い
て
、「
元
来
風
の
病
に
苦
し
び
つ
。
身
体
安
か
ら
ず
、
復
年

も
弥
高
く
成
り
に
て
、
餘
命
幾
も
あ
ら
ず
」
と
あ
る
。

（
37
）
林
陸
朗
「
元
号
「
天
応
」「
延
暦
」
に
つ
い
て
」（『
國
學
院
短
期
大
学
紀
要
』
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二
十
号
、
二
〇
〇
三
年
三
月
）、
五
頁
。

（
38
）奈
良
時
代
の「
踰
年
改
元
」に
関
し
て
は
文
武
天
皇
が
慶
雲
四
年
六
月
に
崩
じ
て
、

元
明
天
皇
が
翌
月
に
即
位
し
た
が
、
し
ば
ら
く
年
号
を
改
め
ず
、
翌
年
の
正
月

に
和
銅
に
改
元
し
た
。

（
39
）『
続
日
本
紀
』
天
応
元
年
十
二
月
丁
未
（
二
十
三
日
）
条
。

（
40
）
林
陸
朗
「
桓
武
天
皇
の
政
治
思
想
」、
前
掲
註
（
３
）
論
文
、
三
〇
頁
。

（
41
）『
日
本
国
現
在
書
目
録
』
に
み
え
る
緯
書
の
書
目
は
、『
河
図
』
一
巻
、『
河
図

龍
文
』
一
巻
、
鄭
玄
注
『
易
緯
』
十
巻
、
宋
均
注
『
詩
緯
』
十
巻
、
鄭
玄
注
『
礼

緯
』
三
巻
、宋
均
注
『
楽
緯
』
三
巻
、宋
均
注
『
春
秋
緯
』
四
十
巻
、宋
均
注
『
孝

経
鈎
命
訣
』
六
巻
、
宋
均
注
『
孝
経
援
神
契
』
七
巻
、『
孝
経
援
神
契
音
隠
』
一

巻
、ま
た
雑
緯
『
孝
経
内
事
』
一
巻
、『
孝
経
雄
図
』
三
巻
、『
孝
経
雌
図
』
三
巻
、

『
孝
経
雌
雄
図
』
一
巻
が
あ
る
。

（
42
）
三
善
清
行
「
革
命
勘
文
」（『
群
書
類
從
』
卷
第
四
六
一
・
雜
部
十
六
、
所
収
）。

（
43
）
那
珂
通
世
「
上
世
年
紀
考
」（
故
那
珂
博
士
功
績
記
念
会
編
『
那
珂
通
世
遺
書
』

大
日
本
図
書
、一
九
一
五
年
、初
出
は
『
史
学
雑
誌
』
第
八
編
八
―
十
、十
二
号
、

一
八
九
七
年
）。

（
44
）
田
中
卓
は
、
一
蔀
＝
一
三
二
〇
年
説
に
賛
同
し
、
久
米
邦
武
が
指
摘
し
た
書
紀

紀
年
の
設
定
は
「
天
智
帝
の
時
に
緯
書
の
天
数
を
推
し
て
造
為
し
た
る
も
の
と

判
定
す
」
を
取
り
あ
げ
、
天
武
朝
に
紀
年
の
推
定
を
求
め
た
。
田
中
卓
「
所
功

著
『
三
善
清
行
』
を
読
み
て
『
革
命
勘
文
』
に
及
ぶ
」（『
皇
學
館
論
叢
』
４
–
５
、

一
九
七
一
年
十
月
）。
ま
た
鎌
田
元
一
は
、
一
一
蔀
＝
一
三
二
〇
年
説
は
三
善

清
行
の
目
的
で
あ
る
昌
泰
四
年
改
元
の
た
め
作
為
し
た
と
見
る
。
鎌
田
元
一「
暦

と
時
間
」（『
律
令
国
家
史
の
研
究
』
塙
書
房
、二
〇
〇
八
年
、初
出
は
上
原
真
人
・

白
石
太
一
郎
・
吉
川
真
司
編
『
列
島
の
古
代
史　

ひ
と
・
も
の
・
こ
と
』
第
七

巻
『
信
仰
と
世
界
観
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）。
私
見
で
は
、『
革
命
勘
文
』

の
冒
頭
は
様
々
の
緯
書
か
ら
原
文
を
引
用
し
、
鄭
玄
の
注
は
本
来
に
あ
っ
た
鄭

玄
の
註
釈
を
引
用
し
た
も
の
と
見
な
す
べ
き
で
あ
る
。
昌
泰
四
年
の
改
元
が
清

行
の
目
的
と
は
言
え
、
故
意
に
上
表
文
に
引
用
す
る
緯
書
の
内
容
を
改
竄
、
あ

る
い
は
加
筆
す
る
こ
と
は
、
当
時
に
お
け
る
文
人
官
僚
の
知
識
の
共
有
及
び
政

治
状
況
か
ら
見
る
と
、
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

（
45
）
奈
良
時
代
の
即
位
宣
命
に
み
え
る
「
不
改
常
典
」
は
合
わ
せ
て
四
箇
所
が
あ
る
。

初
見
は
慶
雲
四
（
七
〇
七
）
年
七
月
壬
子
（
十
七
日
）
条
元
明
天
皇
の
即
位
宣

命
（
二
箇
所
）
で
あ
り
、
続
い
て
聖
武
天
皇
の
神
亀
元
（
七
二
四
）
年
二
月
甲

午
（
四
日
）
条
の
即
位
宣
命
と
天
平
勝
宝
元
（
七
四
九
）
年
七
月
甲
午
（
二
日
）

条
の
譲
位
宣
命
（
孝
謙
天
皇
へ
の
譲
位
）
に
も
「
不
改
常
典
」
の
言
葉
が
見
え
る
。

（
46
）
瀧
浪
貞
子
「
桓
武
天
皇
の
皇
統
意
識
」、
前
掲
註
（
５
）
論
文
。『
神
皇
正
統
記
』

は
天
武
を
簒
奪
者
と
み
る
意
識
が
あ
り
、
こ
れ
は
奈
良
時
代
に
見
ら
れ
な
い
が
、

お
そ
ら
く
天
智
系
皇
統
が
定
着
し
た
こ
と
の
関
係
が
あ
る
。

（
47
）『
江
次
第
鈔
』
第
三
、
正
月
、
国
忌
。
佐
野
真
人
「
山
陵
祭
祀
よ
り
見
た
天
智
・

光
仁
・
桓
武
三
天
皇
へ
の
追
慕
意
識
」（『
神
道
史
研
究
』
六
〇
―
一
、二
〇
一
二

年
）。
こ
の
史
料
に
対
し
て
、
佐
野
氏
は
「
よ
り
直
系
皇
統
を
意
識
し
た
一
条

兼
良
の
時
代
の
認
識
に
よ
る
も
の
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
氏
の
見
解
に
は
従
わ

な
い
。
ま
た
、
十
三
世
紀
末
に
成
立
し
た
仏
教
説
話
集
『
長
谷
寺
験
記
』
に
は
、

「
同
天
皇
（
称
徳
）
御
宇
ニ
、舒
明
天
皇
ノ
太
子
、天
智
・
天
武
両
帝
之
御
末
、代
々

位
ヲ
取
セ
給
ケ
ル
程
ニ
、
後
ニ
ハ
天
武
天
皇
之
御
方
エ
ナ
リ
テ
、
天
智
天
皇
之

御
末
ハ
既
ニ
絶
サ
セ
給
ハ
ム
ト
セ
シ
ニ
」
と
あ
り
、『
神
王
正
統
記
』
よ
り
成

立
時
期
が
早
い
の
で
あ
る
。

（
48
）
清
水
み
き
「
桓
武
朝
に
お
け
る
遷
都
の
論
理
」、
前
掲
註
（
４
）、
三
八
六
頁
。

（
49
）
細
井
浩
志
「
Ⅰ
＝
天
文
記
事
と
国
史
編
纂
（
日
本
古
代
の
改
暦
と
政
治
・
制
度
）」

（『
古
代
の
天
文
異
変
と
史
書
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
、
初
出
は
「
日

本
古
代
の
改
暦
の
政
治
・
制
度
史
的
研
究
」『
九
州
史
学
』
一
三
一
号
、

二
〇
〇
二
年
）。
細
井
氏
は
、
天
応
元
年
正
月
朔
日
を
辛
酉
日
に
改
定
し
た
光

仁
の
動
き
は
天
皇
権
限
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

（
50
）
孫
英
剛
「「
辛
酉
革
命
」
説
与
龍
朔
改
革
：
７
〜
９
世
紀
的
緯
学
思
想
与
東
亜

政
治
」、（『
史
学
月
刊
』、
二
〇
一
三
年
、
第
七
期
）、
三
一
〜
四
一
頁
。

（
51
）
孫
英
剛
「「
辛
酉
革
命
」
説
与
龍
朔
改
革
：
７
〜
９
世
紀
的
緯
学
思
想
与
東
亜

政
治
」、
前
掲
註
（
48
）
論
文
、
三
九
頁
。

（
52
）『
続
日
本
紀
』
延
暦
元
年
閏
正
月
甲
子
（
十
一
日
）
条
（
こ
の
日
の
干
支
に
関

し
て
、
国
史
大
系
で
は
「
甲
子
」
と
な
る
の
は
誤
写
で
あ
り
、
正
し
く
は
甲
午

で
あ
る
）。

（
53
）『
続
日
本
紀
』
延
暦
元
年
閏
正
月
丁
酉
（
十
四
日
）
条
。

（
54
）『
続
日
本
紀
』
延
暦
元
年
閏
正
月
辛
丑
（
十
八
日
）
条
。

（
55
）『
続
日
本
紀
』
延
暦
元
年
三
月
戊
申
（
二
十
六
日
）
条
。

（
56
）
氷
上
川
継
の
乱
に
関
し
て
数
多
く
先
行
研
究
が
あ
り
、
そ
の
中
に
謀
反
が
事
実

だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
林
陸
朗
の
前
掲
註
（
10
）「
奈
良
朝
後
期
宮
廷
の

暗
雲
」
の
論
文
で
あ
る
。
ま
た
、
阿
部
猛
論
文
「
天
応
二
年
の
氷
上
川
継
事
件
」
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で
は
「
川
継
事
件
な
る
も
の
は
、
基
本
的
に
は
藤
原
式
家
と
佐
伯
氏
に
対
す
る

藤
原
京
家
・
北
家
の
対
立
に
問
題
が
あ
っ
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（『
平
安

前
期
政
治
史
の
研
究
』
新
生
社
、
一
九
七
四
年
）。
中
西
康
裕
「
垣
武
天
皇
と

皇
位
」、
前
掲
註
（
17
）
論
文
、
三
〇
〇
〜
三
〇
一
頁
。

（
57
）「
朔
旦
冬
至
」
の
出
典
は
『
楽
・
汁
圖
徴
』
で
、「
天
元
十
一
月
朔
旦
冬
至
、
聖

王
受
一
享
祚
二
」と
あ
る
。『
楽
・
汁
圖
徴
』現
在
本
文
は
逸
失
し
て
い
る
の
で
、『
隋

書
』
巻
七
十
八
・「
簫
吉
伝
」、『
北
史
』
巻
八
九
・「
簫
吉
伝
」
に
「
朔
旦
冬
至
」

に
関
す
る
部
分
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。。
古
代
中
国
に
お
け
る
「
朔
旦
冬
至
」
の

研
究
に
つ
い
て
、
孫
英
剛
の
論
文
「「
朔
旦
冬
至
」
与
「
甲
子
革
令
」：
暦
法
、

讖
緯
与
唐
代
政
治
」（『
唐
研
究
』
第
一
八
巻
、
二
〇
一
二
年
）、
二
一
〜
三
三

頁
に
参
照
す
る
。
ま
た
、前
掲
註
（
３
）
林
陸
朗
論
文
「
桓
武
天
皇
の
政
治
思
想
」

で
は
日
本
古
代
の
「
朔
旦
冬
至
」
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。

（
58
）
瀧
川
政
次
郎
「
革
命
思
想
と
長
岡
遷
都
」、
前
掲
註
（
１
）
の
論
文
。

（
59
）
清
水
み
き
「
桓
武
朝
に
お
け
る
遷
都
の
論
理
」、
前
掲
註
（
４
）
論
文
、
三
九
一

頁
。

（
60
）
笹
山
晴
生
「
平
安
京
の
歴
史
的
位
置
」（
笹
山
晴
生
編
『
古
代
を
考
え
る
―
平

安
の
都
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
）、
四
頁
。

（
61
）
仁
藤
敦
史
「
桓
武
天
皇
の
皇
統
意
識
と
氏
の
再
編
」、
前
掲
註
（
７
）
論
文
、

六
四
頁
。

（
62
）
吉
田
孝
『
歴
史
の
な
か
の
天
皇
』、
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
六
年
。

（
63
）『
続
日
本
紀
』
延
暦
三
年
六
月
壬
子
（
十
三
日
）
条
。
桓
武
は
紀
船
守
を
派
遣
し
、

山
背
国
の
賀
茂
大
神
社
に
幣
を
奉
り
、
遷
都
の
こ
と
を
賀
茂
の
神
に
告
げ
た
。

ま
た
同
年
十
一
月
乙
丑
（
二
十
八
日
）
条
に
は
、
遣
レ
使
修
‐二
理
賀
茂
上
下
二

社
及
松
尾
乙
訓
社
一
」
と
あ
り
、
山
背
国
の
地
祇
の
社
を
修
理
さ
せ
た
記
事
が

見
え
る
。

（
64
）
従
来
の
説
は
、
藤
原
京
ま
で
歴
代
遷
宮
が
行
な
わ
れ
、
そ
れ
以
降
の
歴
代
遷
宮

は
終
焉
を
迎
え
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
平
城
天
皇
即
位
の
際
、
公
卿

の
奏
上
に
「
国
家
恒
例
、
就
レ
吉
之
後
、
遷
御
新
宮
（
中
略
）
亮
陰
之
後
、
更

建
二
新
宮
一
、
古
往
今
来
、
以
為
二
故
実
一
」（『
日
本
後
紀
』
大
同
元
年
七
月
十
三

日
条
）
と
あ
る
よ
う
に
、
代
替
わ
り
の
際
に
新
宮
を
造
営
す
る
こ
と
は
故
実
で

あ
る
と
公
卿
の
間
で
は
一
般
認
識
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
瀧
浪
貞
子
は
平
城
宮

に
お
け
る
造
宮
省
関
係
の
任
命
記
事
や
催
造
司
設
置
の
記
事
な
ど
を
根
拠
と
し

て
、
代
替
わ
り
ご
と
に
宮
内
遷
宮
を
し
て
い
た
と
主
張
し
た
。
瀧
浪
貞
子
「
歴

代
遷
宮
論
―
藤
原
京
以
後
に
お
け
る
―
」（『
史
窓
』
三
十
六
、一
九
七
九
年
）。

（
65
）
和
気
清
麻
呂
が
摂
津
大
夫
に
任
命
さ
れ
た
の
は
、
難
波
宮
を
解
体
し
て
長
岡
の

地
に
移
る
た
め
の
人
事
と
考
え
ら
れ
る
。

（
66
）『
続
日
本
紀
』
延
暦
二
年
十
月
戊
午
（
十
四
日
）、
壬
戌
（
十
八
日
）
条
。

（
67
）『
続
日
本
紀
』
延
暦
三
年
五
月
丙
戌
（
十
六
日
）、
六
月
己
酉
（
十
日
）
条
。

（
68
）
清
水
み
き
「
長
岡
京
造
営
論
―
二
つ
の
画
期
を
め
ぐ
っ
て
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』

一
一
〇
、一
九
八
六
年
）。

（
69
）『
続
日
本
紀
』
に
み
え
る
最
後
の
長
岡
京
造
営
の
関
係
史
料
は
、
延
暦
十
年
九

月
甲
戌
（
十
六
日
）
条
で
あ
る
。
越
前
、
丹
波
、
但
馬
、
播
磨
、
美
作
、
備
前
、

阿
波
、
伊
豫
な
ど
の
国
に
命
じ
て
、
平
城
京
の
諸
門
を
壊
し
て
長
岡
京
に
運
ん

だ
。。
以
降
、『
日
本
後
紀
』
が
散
逸
し
て
い
る
た
め
、
長
岡
京
造
営
の
終
止
に

関
す
る
詳
細
が
確
認
で
き
な
い
。

（
70
）
吉
川
敏
子
「『
日
本
紀
略
』
藤
原
百
川
伝
の
成
立
」、
前
掲
註
（
10
）
論
文
、

二
五
四
〜
二
五
七
頁
。

（
71
）
種
継
暗
殺
事
件
前
後
の
政
治
的
背
景
に
つ
い
て
、
北
山
茂
夫
「
藤
原
種
継
事
件

の
前
後
」（『
日
本
古
代
政
治
史
の
研
究
』、
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
年
）、
笹
山

晴
生
「
平
安
初
期
の
政
治
改
革
」（『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
３　

古
代
２
』、
岩

波
書
店
、
一
九
九
三
年
）
等
が
代
表
的
な
論
考
で
あ
る
。

（
72
）
山
田
英
雄
「
早
良
親
王
と
東
大
寺
」（『
南
都
仏
教
』
一
二
、一
九
六
二
年
）。

（
73
）
高
田
淳
「
早
良
親
王
と
長
岡
遷
都
―
遷
都
事
情
の
再
検
討
―
」（
林
陸
朗
先
生

還
暦
記
念
会
編
『
日
本
古
代
の
政
治
と
制
度
』、
続
群
書
類
従
完
成
会
、

一
九
八
五
年
）。
本
郷
真
紹
「
光
仁
・
桓
武
朝
の
国
家
と
仏
教
―
早
良
親
王
と

大
安
寺
・
東
大
寺
―
」（『
律
令
国
家
仏
教
の
研
究
』、
法
蔵
館
、
二
〇
〇
五
年
、

初
出
は
『
仏
教
史
学
研
究
』
三
四
―
一
、一
九
九
一
年
）。

（
74
）
西
本
昌
弘
「
早
良
親
王
薨
去
の
周
辺
」（『
日
本
歴
史
』
六
二
九
、二
〇
〇
〇
年
）、

「
藤
原
種
継
事
件
の
再
検
討
―
早
良
親
王
春
宮
坊
と
長
岡
京
の
造
営
―
」（『
歴

史
科
学
』
一
六
五
、二
〇
〇
一
年
）。

（
75
）
林
陸
朗
『
長
岡
京
の
謎
』、
新
人
物
往
来
社
、
一
九
七
二
年
。

（
76
）
高
田
淳
「
早
良
親
王
と
長
岡
遷
都
―
遷
都
事
情
の
再
検
討
―
」、
前
掲
註
（
68
）

論
文
。

（
77
）
西
本
昌
弘
「
早
良
親
王
薨
去
の
周
辺
」、前
掲
註
（
69
）
論
文
、ま
た
同
氏
の
「
藤

原
種
継
事
件
の
再
検
討
―
早
良
親
王
春
宮
坊
と
長
岡
京
の
造
営
―
」（『
歴
史
科

学
』
一
六
五
、二
〇
〇
一
年
）
も
参
考
に
し
た
。
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（
78
）『
経
国
集
』
巻
二
十
に
「
郊
祀
之
礼
」
に
関
す
る
問
答
文
が
あ
る
。
問
題
は
「
郊

祀
之
礼
、
責
簡
尚
存
。
孟
春
上
辛
、
有
司
行
事
。
由
レ
是
正
月
上
辛
、
応
レ
拝
二

南
郊
一
後
略
）」。
回
答
者
の
船
沙
弥
麻
呂
の
回
答
文
後
に
天
平
三
（
七
三
一
）

年
五
月
八
日
の
日
付
が
あ
る
た
め
、
奈
良
時
代
に
は
「
上
辛
」
に
関
す
る
認
識

が
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
詳
細
な
考
証
は
佐
野
真
人
「
奈
良
時
代
に
見
ら
れ
る
郊

祀
の
知
識
―
天
平
三
年
の
対
策
と
聖
武
天
皇
即
位
に
関
連
し
て
」（『
続
日
本
紀

研
究
』
三
九
二
、二
〇
一
一
年
六
月
）
を
参
照
せ
よ
。

（
79
）
佐
野
真
人
「
奈
良
時
代
に
見
ら
れ
る
郊
祀
の
知
識
―
天
平
三
年
の
対
策
と
聖
武

天
皇
即
位
に
関
連
し
て
」、
前
掲
註
（
73
）
論
文
。

（
80
）
狩
野
直
喜
「
我
朝
に
於
け
る
唐
制
の
模
倣
と
祭
天
の
禮
」（『
讀
書
纂
餘
』、
弘

文
堂
書
房
、
一
九
四
七
、
初
出
『
徳
雲
』
二
一
二
、一
九
三
一
年
）。

（
81
）
瀧
川
政
次
郎
「
革
命
思
想
と
長
岡
遷
都
」、
前
掲
註
（
１
）
論
文
。

（
82
）
林
陸
朗
「
長
岡
・
平
安
と
郊
祀
円
丘
」（『
古
代
文
化
』
二
六
―
三
、一
九
七
四
年
）。

（
83
）
清
水
み
き
「
桓
武
朝
に
お
け
る
遷
都
の
論
理
」、
前
掲
註
（
４
）
論
文
。

（
84
）「
賽
宿
祷
」
は
在
来
神
祇
の
影
響
が
る
こ
と
に
つ
い
て
、
す
で
に
吉
田
孝
及
び

仁
藤
敦
史
の
指
摘
が
あ
る
。
吉
田
孝「
九
―
一
〇
世
紀
の
日
本
」（
岩
波
講
座『
日

本
通
史
』
５
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
）、
仁
藤
敦
史
「
桓
武
天
皇
の
皇
統

意
識
と
氏
の
再
編
」、
前
掲
註
（
７
）
論
文
。

（
85
）「
長
岡
宮
「
翔
鸞
楼
」」『
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
七
五
集
、
向

日
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
86
）『
律
令
』
職
員
令
、
大
学
寮
条
「
頭
一
人
。
掌
ら
む
こ
と
、
学
生
を
簡
び
試
み

む
こ
と
、
及
び
釈
奠
の
事
」。

（
87
）『
礼
記
・
孝
経
』
礼
記
・
文
王
世
子
篇
、（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
88
）『
続
日
本
紀
』
宝
亀
六
年
十
月
壬
戌
（
二
日
）
条
。

（
89
）
東
野
治
之
『
遣
唐
使
船
』、（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
九
年
）、
一
七
六
〜
一
八
二

頁
。

（
90
）
河
内
春
人
「
日
本
古
代
に
お
け
る
昊
天
祭
祀
の
再
検
討
」（『
古
代
文
化
』 

五
二

―
一
、二
〇
〇
二
年
）。

（
91
）『
礼
記
・
孝
経
』
礼
記
・
郊
特
牲
篇
（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
92
）
張
鶴
泉
「
周
代
郊
天
之
祭
初
探
」（『
史
学
集
刊
』
一
九
九
〇
年
第
一
期
）。

（
93
）『
礼
記
正
義
』[

唐]

孔
穎
達
撰
（
呂
友
仁
編
、上
海
古
籍
出
版
社
、二
〇
〇
八
年
）。

（
94
）
高
取
正
男
『
神
道
の
自
覚
過
程
』（『
神
道
の
成
立
』、
平
凡
社
、
一
九
七
九
年
）。

（
95
）
早
川
庄
八
「
律
令
国
家
・
王
朝
国
家
に
お
け
る
天
皇
」（『
天
皇
と
古
代
国
家
』、

講
談
社
学
術
文
庫
、二
〇
〇
〇
年
、初
出
は
『
日
本
の
社
会
史
』
３
、岩
波
書
店
、

一
九
八
七
年
）。

（
96
）
佐
野
真
人
「
日
本
に
お
け
る
昊
天
祭
祀
の
受
容
」（『
続
日
本
紀
研
究
』
第

三
七
九
号
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
97
）
瀧
浪
貞
子
「
桓
武
天
皇
の
皇
統
意
識
」、
前
掲
註
（
５
）
論
文
。

（
98
）
吉
田
孝
「
九
―
一
〇
世
紀
の
日
本
」
前
掲
註
（
80
）
論
文
。

（
99
）
清
水
み
き
「
桓
武
朝
に
お
け
る
遷
都
の
論
理
」、
前
掲
註
（
４
）
論
文
。

（
100
）
吉
川
真
司
「
後
佐
保
山
陵
」、
前
掲
註
（
６
）
論
文
。

（
101
）
服
藤
早
苗
「
山
陵
祭
祀
よ
り
見
た
家
の
成
立
過
程
―
天
皇
家
の
成
立
を
め
ぐ
っ

て
」（『
家
成
立
史
の
研
究
』
校
倉
書
房
、一
九
九
一
年
、初
出
は
『
日
本
史
研
究
』

三
〇
二
号
、
一
九
八
七
年
）。

（
102
）
二
星
裕
哉
「
桓
武
朝
に
お
け
る
天
智
系
皇
統
意
識
の
成
立
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』

第
二
一
五
号
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
103
）
吉
江
崇
「
平
安
前
期
の
王
権
と
政
治
」（『
岩
波
講
座
日
本
歴
史　

古
代
４
』
岩

波
書
店
、
二
〇
一
五
年
）、
一
九
頁
。

（
104
）
仁
藤
敦
史
「
桓
武
天
皇
の
皇
統
意
識
と
氏
の
再
編
」、
前
掲
註
（
７
）
論
文
。

（
105
）「
母
以
子
貴
」
の
出
典
は
『
公
羊
伝
・
隠
公
元
年
』
で
あ
る
。『
続
日
本
紀
』
で

は
「
母
以
子
貴
」
の
原
文
が
見
え
ず
、
延
暦
四
年
は
父
方
の
祖
父
母
へ
の
追
贈

記
事
と
延
暦
九
年
母
方
の
祖
父
母
へ
の
追
贈
記
事
に
「
母
以
子
貴
」
の
変
形
文

で
あ
る
「
祖
以
子
貴
」
の
文
が
み
え
る
。

（
106
）
瀧
川
政
次
郎
「
革
命
思
想
と
長
岡
遷
都
」、
前
掲
註
（
１
）
論
文
に
、「
故
に
中

国
の
革
命
思
想
は
、
天
位
を
嗣
ぐ
皇
統
が
易
る
際
に
這
入
り
込
む
可
能
性
が
あ

る
。
皇
統
は
易
っ
て
も
、
そ
の
姓
は
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
易
姓
革
命
と

は
い
え
な
い
。
し
か
し
易
房
革
命
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
よ
う
」
と
、「
易
姓
革
命
」

を
「
易
房
革
命
」
に
言
い
改
め
て
い
る
、
四
七
八
頁
。

（
107
）
早
川
庄
八
「
律
令
国
家
・
王
朝
国
家
に
お
け
る
天
皇
」、
前
掲
註
（
89
）
論
文
。

（
108
）
佐
藤
宗
諄
「
長
岡
遷
都
の
一
背
景
」（『
日
本
史
研
究
』
四
六
一
号
、二
〇
〇
一
年
）、

四
九
〜
五
〇
頁
。

（
109
）
西
本
昌
弘
「
桓
武
改
葬
と
神
野
親
王
廃
太
子
計
画
」（『
続
日
本
紀
研
究
』
第

三
五
九
号
、
二
〇
〇
五
年
十
二
月
）。（

二
〇
一
八
年
一
二
月
六
日　

採
択
決
定
）
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Summary

This paper discusses the imperial consciousness of the Emperor Kanmu from prior to and immediately after 

accession to the throne to transfer of the capital to Heian-kyo in 794.

In 770, Prince Shirakabe, the grandchild of Emperor Tenchi, was enthroned as Emperor Konin after Emperor 

Shotoku died. Although the imperial line had succeeded from Emperor Tenmu, there had been a string of power 

struggles, and Prince Shirakabe, a descendent of Emperor Tenchi, became Emperor Konin following the order 

of succession. After enthronement, Emperor Konin named Imperial Princess Inoe Empress and Imperial Prince 

Osabe Crown Prince. Due to the humble background of Emperor Kanmu’s mother as a naturalized clansman, 

there was no hope for the Emperor to become crown prince even after his father, Prince Shirakabe, was 

enthroned, but he aimed to succeed as a government bureaucrat. However, he charged Imperial Princess Inoe 

with high treason for cursing and removed the Empress and Crown Prince Osabe.

The Emperor Kanmu’s accession to the throne was a great epoch in history. With the transfer of the capital, 

the Nara period completely ended and the Heian period commenced. He was enthroned in Heijyo-kyo and the 

capital was moved to Nagaoka-kyo in A.D. 784. It is thought that the transfer of the national capital to Nagaoka-

kyo was conducted to eliminate outdated thinking and concepts and to enhance the authority of the emperor. 

The Heian period attached great importance to the Providence Theory; Kanototori is one of the zodiac signs in 

Chinese astrology and is said to be the year of revolution. It is believed that Emperor Kanmu strongly admired 

China; he imitated Tang emperors and performed Koshi two times.

Some people, however, were dissatisfied with Kanmu’s policies and launched a coup d’état. Many of the royal 

family members were subjected to criminal punishment. After transferring the capital to Nagaoka-kyo, 

Fujiwara no Tanetsugu was assassinated. After this incident, the Imperial Prince Sawara and Ioe were 

completely removed from the line of succession of the Imperial Throne. The succession to the Imperial Throne 

shall devolved on a direct line to Imperial Prince Aden. 

After the death of Emperor Kanmu, the princes ascended to the throne in order; the reforms by Emperor 

Heizei, the next emperor after Kanmu, were no less positive than the reforms by Kanmu. A new order of 

succession to the throne composed only of paternal bloodline was completed. 

Key words: Emperor Kanmu, Imperial Consciousness, Nagaoka-kyo, Heian period


